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はじめに 
 

我が国では、急速に少子高齢化が進んでおり、令和

２年（2020年）の国勢調査では高齢化率は 28.6％とな

っています。 

今後も高齢者人口は増加していき、「団塊ジュニア」

が 65歳を迎える令和 22年（2040年）には、国民の 2.8

人に１人が 65歳以上になると推計されています。 

高齢化が進展していく中で、介護が必要になっても

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることがで

きるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援

が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」を構

築していくとともに、平均寿命の延伸に伴い、日常生活に制限のない期間「健康

寿命」を延ばすための取組を推進していく必要があります。 

また、地域が抱える課題を地域のあらゆる住民が「我が事」として捉え、世代

や分野を超えて丸ごとつながり、地域を共に創っていく「地域共生社会」の実現

に向けた取組を推進していくことも求められています。 

今回の第９期匝瑳市高齢者福祉計画・介護保険事業計画では、これらの課題に

対応するため『地域で共に支えあい 高齢者の笑顔があふれるまち』を基本理念

に掲げ、４つの基本目標、21の施策を設けています。想定される高齢化率の上昇

や後期高齢者人口の増加等を背景に、高齢者が健康で幸せに暮らせる地域社会を

築くことを目指し、医療、介護、福祉の多職種の連携を深めながら、「地域包括ケ

アシステム」の深化・推進に取り組んで参ります。 

本計画を実現していくためには、民生委員・児童委員、町内会組織、医療・介

護関係者、地域ボランティアをはじめ、市民の皆様との連携・協働が不可欠でご

ざいますので、より一層のご理解ご協力をお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定に当たり、貴重なご意見やご提案をいただきました匝瑳

市介護保険運営協議会委員の皆様をはじめ、アンケート調査にご協力いただきま

した多くの市民の皆様に心より感謝を申し上げます。 

 

 

 令和６年３月 

 

匝瑳市長  宮内  康幸 
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第 章    計画の策定にあたって 

 

 

１ 計画策定の趣旨と背景 

わが国の高齢者人口（65歳以上の人口）の割合は昭和25年（1950年）以降一貫して上昇が

続いており、令和２年（2020年）の国勢調査では高齢化率は28.6％となっています。また、

令和７年（2025年）にはいわゆる団塊の世代が75歳以上となり、国民の４人に１人が後期高

齢者という超高齢化社会を迎えることが見込まれます。全国でみれば、65歳以上人口は令和

22年（2040年）を過ぎるまで、75歳以上人口は令和37年（2055年）まで増加傾向が続きます。

そして要介護認定率や介護給付費が急増する85歳以上人口は令和17年（2035年）まで75歳以

上人口を上回る勢いで増加し、令和42年（2060年）頃まで増加傾向が続くことが見込まれま

す。 

一方で、生産年齢人口（15～64歳）は減少していくことが見込まれ、今後、急激に高齢化

が進行する地域もあれば、高齢化がピークとなる地域もある等、人口構成の変化や介護ニー

ズ等の動向は地域ごとに異なります。こうした地域ごとの中長期的な人口動態や介護ニーズ

の見込み等を踏まえて介護サービス基盤を整備するとともに、地域の実情に応じて、地域包

括ケアシステムの深化・推進や介護人材の確保、介護現場の生産性の向上を図るための具体

的な取組内容や目標を、優先順位を検討した上で、介護保険事業計画に定めることが重要で

す。 

本市では、令和３年（2021年）２月に策定した「第８期匝瑳市高齢者福祉計画・介護保険

事業計画 そうさスマイルシニアプラン（令和３年度～令和５年度）」において、基本理念

である「地域で共に支えあい 高齢者の笑顔があふれるまち」の実現に向け、高齢者が自ら

の能力と活力を十分に発揮し、住み慣れた地域で個人の尊厳が守られながら自立した生活を

送ることができる地域社会の構築を目指してきました。このたび、令和５年度をもって計画

期間が満了を迎えることから、令和７年(2025年)を見据えた、地域包括ケアシステムの推進

や、人口減少と少子高齢化が進行することにより、様々な問題が表面化するとされている令

和22年(2040年)を見据えた介護サービス基盤の整備の推進に向け、これまでの取組を踏まえ、

国の第９期計画の基本指針に基づき、令和６年度から令和８年度までの３年間を計画期間と

する「第９期匝瑳市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」（以下「本計画」という。）を策定

します。 
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◆第９期介護保険事業計画の基本指針の基本的な考え方（国） 

国が示す第９期介護保険事業計画の策定に関する基本指針では、以下の事項に関する記

載が求められています。本計画の策定にあたっては、この指針との整合性が保たれるよう

努めました。 

 

１．介護サービス基盤の計画的な整備 

① 地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サービス種

別の変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じて介護サービ

ス基盤を計画的に確保していくことが必要 

・医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効率的かつ効果

的に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化が重要 

・中長期的なサービス需要の見込みをサービス提供事業者を含め、地域の関係者と共有し、

サービス基盤の整備の在り方を議論することが重要  

 

② 在宅サービスの充実 

・居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サービスの整

備を推進することが重要 

・居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多

機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの更なる普及 

 

２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

① 地域共生社会の実現 

・地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るもので

あり、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、地域住民

や多様な主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進する観点から、総合事業の充

実を推進 

・地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、重層的支

援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担うことも期待 

・認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症への社会の理解を深めることが重

要 

 

② デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるための

医療・介護情報基盤を整備 
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③ 保険者機能の強化 

・給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化 

 

３．地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 

・介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による離職

防止、外国人材の受入環境整備などの取組を総合的に実施 

・都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進 

 

 

 

２ 計画の性格と位置付け 

（１）根拠法令等 

高齢者福祉計画は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８の規定による市町村

老人福祉計画で、本市において確保すべき高齢者福祉事業の量の目標を定め、供給体制の確

保を図るものです。 

介護保険事業計画は、介護保険法（平成９年法律第123号）第117条の規定による市町村介

護保険事業計画で、本市における要介護者等の人数、要介護者のサービスの利用意向等を勘

案し、必要なサービス量を見込み、介護サービスを提供する体制を確保する等、介護保険事

業に係る保険給付の円滑な実施に資することを目的としたものです。 

なお、両計画は、密接な関連性を持つことから一体のものとして定めることとされていま

す。 

 

（２）関連計画との関係 

本計画は「匝瑳市総合計画」及び「匝瑳市地域福祉計画及び地域福祉活動計画」を上位計

画とする福祉分野の計画であり、「匝瑳市障害者計画」、「匝瑳市障害福祉計画・匝瑳市障害

児福祉計画」等本市が策定する他の計画との整合を図って策定しています。 

また、計画の一部を、市町村の介護給付等に要する費用の適正化に関し、取り組むべき施

策に関する事項及びその目標を定める「市町村介護給付適正化計画」として位置付けるとと

もに、千葉県が策定する「千葉県高齢者保健福祉計画」及び「千葉県保健医療計画」との連

携を図って策定しています。 
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（３）計画の期間 

本計画の期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間です。 

現役世代が急減する令和22年（2040年）を見据えた中長期的な視点を持つものであるとと

もに、法制度の改正や社会情勢等の状況に応じて随時見直し・改善を図ることができるもの

とします。 

 

 

令和 
３年度 

（2021） 

令和 
４年度 

（2022） 

令和 
５年度 

（2023） 

令和 
６年度 

（2024） 

令和 
７年度 

（2025） 

令和 
８年度 

（2026） 

令和 
９年度 

（2027） 

令和 
１０年度 

（2028） 

令和 
１１年度 

（2029） 

         

  

 

第９期匝瑳市高齢者福祉計画 

・介護保険事業計画 

令和６年（2024年）～

令和８年（2026年） 

第 10期匝瑳市高齢者福祉計画 

・介護保険事業計画 

令和９年（2027 年）～ 

令和 11 年（2029 年） 

第８期匝瑳市高齢者福祉計画 

・介護保険事業計画 

令和３年（2021 年）～ 

令和５年（2023 年） 

 
 

 

 

 

 

 

第９期匝瑳市高齢者福祉計画 

・介護保険事業計画 

・匝瑳市障害者計画 

・匝瑳市障害福祉計画・匝瑳市障害児福祉計画 

・そうさ健康プラン 

 

・その他関連計画 

整合・連携 

匝瑳市地域福祉計画 

及び地域福祉活動計画 

匝瑳市総合計画 

【 国 】 

・国の基本指針 

・各種通知 

・認知症施策推進大綱 

・千葉県高齢者保健福祉計画 

・千葉県保健医療計画 

整合 

＜令和 22 年（2040 年）までの見通し＞ 
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３ 計画の策定体制 

（１）介護保険運営協議会による検討 

高齢者福祉事業・介護保険事業の運営には、幅広い関係者の協力を得て、地域の実情に応

じたものとすることが求められるため、保健・医療・福祉関係者等によって構成する「匝瑳

市介護保険運営協議会」を設置しています。 

本計画の策定にあたって、「匝瑳市介護保険運営協議会」において、各種施策等の計画内

容を協議・検討し、意見や要望の集約を図りました。 

 

（２）計画策定への市民参加 

本計画の策定にあたって、高齢者やその介護者の実態や課題、意見や要望等を把握するた

めに、一般高齢者を対象とした「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」（以下「ニーズ調査」

という。）及び在宅の要支援・要介護認定者を対象とした「在宅介護実態調査」、介護保険事

業所を対象とした「介護サービス提供事業者調査」を実施し、計画策定の基礎資料としまし

た。 

 

（３）パブリックコメントの実施 

より多くの市民の意見を反映させるため、令和６年１月５日から令和６年２月５日までパ

ブリックコメントを実施しました。 
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第 章    匝瑳市の高齢者等の現状 

 

 

１ 人口と世帯の状況 

（１）人口動態  

本市の人口は、０～14歳人口と15～64歳人口は減少傾向、65歳以上の人口は横ばいで推移

しており、全体として減少傾向がみられます。 

令和５年（2023年）の高齢者人口割合（高齢化率）は36.5％で、市民の３人に１人が高齢

者となっています。 

 

人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年９月末現在） 

 

  

3,701 3,564 3,451 3,275 3,116 

20,161 19,722 19,209 18,776 18,440 

12,389 12,388 12,434 12,433 12,364 

36,251 35,674 35,094 34,484 33,920 

34.2 34.7 35.4 36.1 36.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和4年 令和5年

（％）（人）

0-14歳 15-64歳 65歳以上 高齢者人口割合
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本市の高齢者人口の推移を年齢階層別にみると、65～74歳の人口は令和３年（2021年）か

ら５年（2023年）にかけて減少しています。また、高齢者の過半数を75歳以上の後期高齢者

が占めており、特に75～84歳の高齢者が増加しています。 

 

年齢階層別高齢者人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年９月末現在） 

 

  

6,056 6,119 6,208 5,965 5,719 

3,975 3,887 3,835 4,054 4,283 

2,358 2,382 2,391 2,414 2,362 

12,389 12,388 12,434 12,433 12,364 

51.1 50.6 50.1
52.0

53.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（％）（人）

65-74歳 75-84歳 85歳以上 75歳以上の高齢者人口割合
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（２）人口ピラミッド   

本市の人口構成をピラミッドでみると、男女とも70～74歳が最も多い「つぼ型」の形をし

ています。 

以前はピラミッド型であった人口構成は、今後もさらに高齢化及び少子化が進むことによ

り、逆ピラミッド型に変化していくと予測されます。 

 

人口ピラミッド 

【男性】                【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和５年９月末現在） 

 

 

  

389 

593 

657 

696 

753 

672 

713 

883 

1,038 

1,256 

1,323 

1,165 

1,220 

1,294 

1,565 

1,182 

788 

449 

259 

05001,0001,5002,000
（人）

340 

487 

650 

712 

612 

551 

610 

747 

933 

1,048 

1,173 

1,091 

1,244 

1,292 

1,568 

1,284 

1,029 

863 

791 

0 500 1,000 1,500 2,000

０～４歳

５～９歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

（人）
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（３）高齢者のいる世帯の状況  

本市の高齢者のいる世帯は、年々増加しており、令和２年（2020年）では世帯総数の60.8％

にあたる7,813世帯に高齢者がいる状況です。 

また、高齢独居世帯、高齢夫婦世帯ともに増加傾向が続いており、高齢独居世帯は平成17

年（2005年）の約1.9倍となる1,741世帯、高齢夫婦世帯は平成17年（2005年）の約1.6倍と

なる1,452世帯となっています。 

世帯数の推移 

単位：％ 

項目 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和 2 年 

全世帯数（一般世帯数） 12,667 世帯 12,845 世帯 12,673 世帯 12,848 世帯 

 

高齢者を含む世帯 

（全世帯数に占める割合） 

6,814 世帯 

（53.8％） 

7,069 世帯 

（55.0％） 

7,435 世帯 

（58.7％） 

7,813 世帯 

（60.8％） 

 

高齢独居世帯 

（高齢者を含む世帯に占める割合） 

924 世帯 

（13.6％） 

1,146 世帯 

（16.2％） 

1,346 世帯 

（18.1％） 

1,741 世帯 

（22.3％） 

高齢夫婦世帯 

（高齢者を含む世帯に占める割合） 

894 世帯 

（13.1％） 

1,019 世帯 

（14.4％） 

1,207 世帯 

（16.2％） 

1,452 世帯 

（18.6％） 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 

 

国及び県と比較すると、本市の高齢者を含む世帯の割合は高くなっています。 

一方、高齢者を含む世帯の内訳をみると、本市では「その他の高齢者世帯」が６割となっ

ており、「高齢独居世帯」、「高齢夫婦世帯」の割合は国・県よりも低くなっています。 

匝瑳市と国・県の高齢者を含む世帯数・構成比（令和２年（2020 年）） 

単位：％ 

項目 国 千葉県 匝瑳市 

全世帯数（一般世帯数） 55,704,949 世帯 2,767,661 世帯 12,848 世帯 

 
高齢者を含む世帯数 

（全世帯数に占める割合） 

22,655,031 世帯 

（40.7％） 

1,090,448 世帯 

（39.4％） 

7,813 世帯 

（60.8％） 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム  

29.6 27.5 22.3

25.7 27.6
18.6

44.6 44.9
59.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

国 千葉県 匝瑳市

（％）

高齢独居世帯 高齢夫婦世帯 その他の高齢者世帯



 

 
10 

 

 

２ 介護保険事業の状況 

（１）被保険者数の推移  

本市の介護保険被保険者数（住民基本台帳ベースの概数）は、第１号被保険者、第２号被

保険者ともに減少傾向が続いており、その傾向は第１号被保険者と比べ、第２号被保険者の

方が大きくなっています。 

被保険者の種類別にみると、第２号被保険者よりも第１号被保険者が多くなっています。 
 

介護保険被保険者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年９月末現在） 

 

（２）要支援・要介護認定者数の推移  

本市の第１号被保険者（65歳以上）の要支援・要介護認定者数は年々増加しており、令和

５年（2023年）で2,210人となっています。 

第２号被保険者（40～64歳）の要支援・要介護認定者数は45～50人で推移しています。 

 

要支援・要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在）  

12,389 12,388 12,434 12,433 12,364 

12,155 11,987 11,797 11,624 11,491 

24,544 24,375 24,231 24,057 23,855 

0

10,000

20,000

30,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）

第１号被保険者 第２号被保険者

2,007 2,112 2,156 2,189 2,192 2,160 

55 50 49 45 45 50
2,062 2,162 2,205 2,234 2,237 2,210 

16.3 17.0 17.4 17.6 
17.6 17.5 

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

0

10

20

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（％）（人）

第１号被保険者 第２号被保険者

第１号被保険者認定率 第２号被保険者認定率
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要介護度別にみると、本市では要介護１が最も多く、令和５年（2023年）では469人と全

体の21.2％を占めています。 

また、要介護３以上の人数を合計すると令和５年（2023年）で830人と、全体の37.5％と

なっています。 

要支援認定者（要支援１・２）の人数も年々増加しており、令和５年（2023年）では589

人と26.6％となっています。 

 

要支援・要介護認定者の推移（要介護度別・構成比） 

【認定者数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【構成比】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在） 

 

  

260 296 338 347 359
235 208 226 237 230
519 503 489 489 469

301 324 301 329 322
339 360 330 305 294
289 298 340 341 330

219 216 210 189 206

2,162 2,205 2,234 2,237 2,210 

0

1,000

2,000

3,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護４ 要介護５

12.0 13.4 15.1 15.5 16.2 
10.9 9.4 10.1 10.6 10.4 

24.0 22.8 21.9 21.9 21.2 

13.9 14.7 13.5 14.7 14.6 

15.7 16.3 14.8 13.6 13.3 

13.4 13.5 15.2 15.2 14.9

10.1 9.8 9.4 8.4 9.3 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（％）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護４ 要介護５
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（３）調整済み認定率の比較  

本市の調整済み認定率（性・年齢調整を行い、同じ人口構成と仮定したもの）は16.8％で、

国及び県より低いものの、隣接する近隣市町と比較すると高くなっています。 

調整済み認定率の分布をみると、軽度認定率（要支援１～要介護２）、重度認定率（要介

護３～要介護５）ともに国及び県より低くなっています。 

 

隣接自治体及び国・県との比較（調整済み認定率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム（令和４年度） 

 

調整済み重度認定率と調整済み軽度認定率の分布（隣接自治体及び国・県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム（令和４年度）  
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（４）認知症高齢者数の推移  

本市の認知症高齢者数（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の要支援・要介護認定者数）

は、概ね増加傾向にあり、令和４年（2022年）には1,772人となっています。 

なお、日常生活自立度Ⅱは、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難

さが多少見られても、誰かが注意していれば自立して生活できる状態です。 

 

認知症高齢者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム（各年 10 月末） 

 

（５）介護給付費の推移  

本市の介護給付費は、年々増加しており、令和４年度では約31億3,300万円となっていま

す。 

給付費の伸び率は、令和２年度までは上昇したものの、その後は減少しています。 

 

介護給付費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム  

1,579 1,609 1,587 
1,656 

1,772 

0
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総給付費 前年度伸び率
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サービス区分別にみると、施設サービスの給付費が年々増加傾向にあります。また、令和

元年度以降は施設サービスの給付費が在宅サービスを上回る状態が続いており、令和４年度

は約15億7,200万円で全体の50.2％となっています。 

 

介護給付費の推移（サービス区分別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理の関係で合計があわないことがあります。以降同じ。 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 

 

 

なお、本市の在宅及び居住系サービスの受給者１人あたり給付月額は、国・県よりも低く、

令和４年度で11万3,916円となっています。 

 

受給者１人あたり給付月額（在宅及び居住系サービス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和４年度は令和５年２月サービス提供分までの数値 

資料：地域包括ケア「見える化」システム  

1,290,927 1,368,624 1,480,675 1,534,137 1,572,414 
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（６）受給者数・受給率の推移 

① 施設サービス 

施設サービスの受給者数は増加傾向にあり、令和４年度では6,298人となっています。受

給率は国及び県より高くなっています。 

 

受給者数・受給率の推移（施設サービス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 

 

② 居住系サービス 

居住系サービスの受給者数は、令和２年度まで700人台で推移していましたが、令和３年

度以降増加し、令和４年度では938人となっています。 

受給率は国及び県より低くなっています。 

 

受給者数・受給率の推移（居住系サービス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム  
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③ 在宅サービス 

在宅サービスの受給者数は令和２年度まで増加していましたが、令和３年度以降減少し、

令和４年度では12,764人となっています。 

受給率は国より低く、県と同程度の割合となっています。 

 

受給者数・受給率の推移（在宅サービス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 
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３ 調査からみる匝瑳市の現状 

（１）調査の概要 

① 調査の目的 

本調査は、老人福祉法及び介護保険法に基づき、第９期匝瑳市高齢者福祉計画・介護保険

事業計画の策定に向け、高齢者の地域生活の状況や課題、介護サービス供給見込量等を調査

し、計画策定の基礎資料とするために実施しました。 

 

② 調査対象 

調査名 対象者 

介護予防・日常生活圏域ニーズ

調査 

令和４年（2022 年）11月 30日現在で 65 歳以上の者 

（要介護１～要介護５の者、施設利用者を除く。） 

在宅介護実態調査 要介護（支援）認定を受けている者（施設利用者を除く。） 

介護サービス提供事業者調査 市内の介護保険事業所 

 

③ 調査期間 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査：令和５年２月～令和５年３月 

在宅介護実態調査：令和４年９月～令和５年３月 

介護サービス提供事業者調査：令和５年３月～令和５年４月 

 

④ 調査方法 

郵送配付・郵送回収方式（在宅介護実態調査においては、認定調査員等による聞き取り） 

 

⑤ 回収状況 

調査名 配布数 有効回答数 有効回答率 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 2,000 人 1,441 人 72.1％ 

在宅介護実態調査 － 564 人 － 

介護サービス提供事業者調査 20 事業者 16 事業者 80.0％ 
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⑥ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小

数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があ

ります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかとい

う見方になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単

純集計（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複

数項目の組み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表や

グラフを作成することにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを  

で網かけしています（無回答を除く）。 

・回答者数が１桁の場合、回答件数による表記としています。また、クロス集計におい

て回答者数が１桁の場合は、コメントを差し控えています。 

・「幸福度別」は問 64「あなたは、現在どの程度幸せですか（「とても不幸」を０点、「と

ても幸せ」を 10点として、ご記入ください）」を「０点以上４点未満」「４点以上７点

未満」「７点以上」に分類し、集計しています。  
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⑦ 「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の分析について 

分析においては、要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況を把握することに

主眼を置き、「介護予防・フレイル対策、認知症予防」へとつなげていくための、基礎調査

として位置づけられています。 

フレイルとは加齢とともに体や心の働き、社会的なつながり等が弱くなった状態のことを

指し、予防に取り組むことでその進行を緩め健康な状態に戻すことも可能であることから、

高齢者をタイプ別に分類し、虚弱高齢者を把握する項目とのクロス集計を行い、タイプ別の

特徴やリスクを分析しました。 

なお、高齢者の「タイプ別分類」は、以下に示すように問「週に１回以上は外出していま

すか」及び問「健康づくり活動や趣味等のグループ活動に参加者として参加してみたいと思

いますか」の設問より判定しています。 

 

問18 週に１回以上は外出していますか。 

１．ほとんど外出しない ２．週１回 

３．週２～４回  ４．週５回以上 

 

問52 地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、 

いきいきした地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加者として 

   参加してみたいと思いますか。 

１．是非参加したい ２．参加してもよい ４．既に参加している 

３．参加したくない 

 

タイプ別 

分類 
特性 想定される事業の方向性 

インドア派 

外交的 

現在は、自宅の中で楽し

む志向が強いが、潜在的

な外交的志向がある 

・介護予防事業、サロンへの参加促進 

・ボランティア等への参加促進 等 

インドア派 

内向的 

現在、今後も、自宅の中

で楽しむ志向が強い 

・介護予防等、健康情報の提供 

・生涯学習情報の提供 

・在宅生活を支援するための情報提供 等 

アウトドア派 

外交的 

自宅の外で楽しむ志向が

強く、外交的志向もある 

・介護予防事業、サロンへの参加促進 

・各種事業の運営と支援 

・ボランティア等への参加促進 等 

アウトドア派  

内向的 

自宅の外で楽しむ志向が

強いが、外交的志向はあ

まりない 

・介護予防等健康情報の提供 

・生涯学習情報の提供 

・在宅生活を支援するための情報提供 等 

 

  

インドア派 

アウトドア派 

内向的 外交的 
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（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

ⅰ）家族や生活状況について 

① 家族構成 

「夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）」の割合が29.6％と最も高く、次いで「息子・娘と

の２世帯」の割合が20.2％、「１人暮らし」の割合が15.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 日常的に受けたいと思う支援 

「特にない」の割合が52.8％と最も高く、次いで「災害時の手助け」の割合が16.1％、「急

病になった時の看病」の割合が15.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,441 ％

安否確認の声かけ

心配ごとなどの相談相手

買い物の手伝い

家事の手伝い

外出の手伝い

ゴミ出しの手伝い

急病になった時の看病

介護を必要とする人の短時間の預かり

認知症などの高齢者の見守り

災害時の手助け

その他

特にない

無回答

8.1

8.7

7.4

5.5

4.1

4.2

15.1

6.9

7.3

16.1

0.7

52.8

12.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,441 ％

１人暮らし

夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）

夫婦２人暮らし（配偶者64歳以下）

息子・娘との２世帯

その他

無回答

15.5

29.6

4.0

20.2

25.4

5.3

0 20 40 60 80 100
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③ 現在の暮らしの経済的な状況 

「ふつう」の割合が58.2％と最も高く、次いで「やや苦しい」の割合が22.8％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）地域での活動について 

① 介護予防のための通いの場への参加 

「参加していない」の割合が64.9％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,441 ％

週４回以上

週２～３回

週１回

月１～３回

年に数回

参加していない

無回答

0.0

0.6

1.4

0.6

0.6

64.9

32.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,441 ％

大変苦しい

やや苦しい

ふつう

ややゆとりがある

大変ゆとりがある

無回答

7.2

22.8

58.2

6.0

0.6

5.3

0 20 40 60 80 100
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② 地域住民の有志による、健康づくり活動や趣味等のグループ活動への参加意向

（参加者として） 

「参加してもよい」の割合が44.7％と最も高く、次いで「参加したくない」の割合が33.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）たすけあいについて 

① 家族や友人･知人以外での相談相手 

「そのような人はいない」の割合が39.1％と最も高く、次いで「医師・歯科医師・看護師」

の割合が26.4％、「市役所・支所」の割合が19.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,441 ％

自治会・町内会・シニアクラブ

社会福祉協議会・民生委員

ケアマネジャー

医師・歯科医師・看護師

市役所・支所

地域包括支援センター

その他

そのような人はいない

無回答

4.8

10.9

8.5

26.4

19.4

6.9

2.9

39.1

11.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,441 ％

是非参加したい

参加してもよい

参加したくない

既に参加している

無回答

8.8

44.7

33.2

3.8

9.4

0 20 40 60 80 100
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② 友人・知人と会う頻度 

「月に何度かある」の割合が27.9％と最も高く、次いで「週に何度かある」の割合が25.4％、

「年に何度かある」の割合が16.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ）認知症について 

① 認知症の症状がある、又は家族に認知症の症状がある人の有無 

「はい」の割合が10.4％、「いいえ」の割合が85.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 認知症に関する相談窓口を知っているか 

「はい」の割合が27.3％、「いいえ」の割合が69.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,441 ％

はい

いいえ

無回答

27.3

69.1

3.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,441 ％

はい

いいえ

無回答

10.4

85.6

4.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,441 ％

毎日ある

週に何度かある

月に何度かある

年に何度かある

ほとんどない

無回答

8.4

25.4

27.9

16.0

15.8

6.5

0 20 40 60 80 100



 

 
24 

 

ⅴ）終末期（人生の最期）に関して 

① 人生の最期を迎えようとする時、どこで最期を迎えたいか 

「自宅等（住み慣れた居住の場）」の割合が60.8％と最も高く、次いで「病院」の割合が

14.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ、人生会議）の認知度 

「知らない」の割合が76.5％と最も高く、次いで「聞いたことはあるがよく知らない」の

割合が14.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 自身が意識のない状態や認知症等で正常な判断ができなくなった場合に備え

て、代理で希望を伝えたり、考えてくれる人を決めているか 

「決めている」の割合が31.2％、「決めていない」の割合が60.7％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,441 ％

決めている

決めていない

無回答

31.2

60.7

8.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,441 ％

よく知っている

聞いたことはあるがよく知らない

知らない

無回答

0.6

14.6

76.5

8.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,441 ％

自宅等（住み慣れた居住の場）

病院

特別養護老人ホームなどの介護施設

医療が確保されている高齢者向け住宅等

その他

無回答

60.8

14.7

7.2

6.5

2.4

8.3

0 20 40 60 80 100
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ⅵ）その他 

① 健康を維持するために、必要と思うこと 

「栄養バランス」の割合が58.1％と最も高く、次いで「転倒・骨折予防」の割合が54.2％、

「ストレッチ・筋力トレーニング」の割合が36.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 新型コロナウイルス感染症の流行による、行動や意識の変化 

「健康に気を付けるようになった」の割合が59.6％と最も高く、次いで「外出しなくなっ

た」の割合が45.0％、「人と会わなくなった」の割合が34.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,441 ％

外出しなくなった

人と会わなくなった

人や物に触るのが怖くなった

不安になることが多くなった

健康に気を付けるようになった

人とのつながりの大切さを知ることができ
た

その他

特にない

無回答

45.0

34.8

15.5

27.5

59.6

23.2

1.5

10.3

5.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,441 ％

腰痛・膝痛予防

転倒・骨折予防

ストレッチ・筋力トレーニング

認知症予防

栄養バランス

口腔ケア

その他

無回答

29.6

54.2

36.4

35.1

58.1

17.1

1.7

8.4

0 20 40 60 80 100
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ⅶ）生活機能評価等 

国の手引きをもとに、運動器の機能、転倒、口腔機能、認知機能、閉じこもり、低栄養、

うつのリスク該当者の判定を行いました。 

 

① 運動器の機能 

全体平均で13.0％が運動器の機能低下該当者となっています。 

性別・年齢階級別にみると、女性では、すべての年代で男性に比べ該当者割合が高く、85

歳以上で44.0％となっています。一方、男性では、85歳以上で30.0％と80～84歳に比べ17.8

ポイント上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【階段を手すりや壁をつたわらずに昇っているか】 

高齢者の外出タイプ別にみると、インドア派内向的、インドア派外交的で「できない」の

割合が、アウトドア派外交的で「できるし、している」の割合が高くなっています。 
 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、 

し
て
い
る 

で
き
る
け
ど 

し
て
い
な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1441  59.0  17.0  17.8  6.2  

インドア派 外交的 128  49.2  14.1  32.0  4.7  

インドア派 内向的 153  35.3  19.0  41.2  4.6  

アウトドア派 外交的 669  69.2  17.3  9.1  4.3  

アウトドア派 内向的 302  57.6  18.2  18.2  6.0  

※クロス集計では、無回答があるため、全体とその内訳が合いません。 

男性 (140) (183) (121) (74) (50)

女性 (132) (179) (112) (78) (50)

※総合事業対象者・要支援認定者を除く (　）内は有効回答数

5.0 7.7 9.1
12.2

30.0

6.8
8.4

17.9

29.5

44.0

13.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

男性

女性

全体平均

（％）
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② 転倒 

全体平均で34.7％が転倒リスクの該当者となっています。 

性別・年齢階級別にみると、女性では75～79歳で、男性では80～84歳になると全体平均よ

り割合が高くなっており、85歳以上では女性で39.0％、男性で51.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【過去１年間に転んだ経験があるか】 

高齢者の外出タイプ別にみると、インドア派内向的で「何度もある」の割合が、インドア

派外交的で「１度ある」の割合が、アウトドア派外交的で「ない」の割合が高くなっていま

す。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
度
も
あ
る 

１
度
あ
る 

な
い 

無
回
答 

全  体 1441  10.9  24.6  59.6  4.9  

インドア派 外交的 128  16.4  32.8  48.4  2.3  

インドア派 内向的 153  19.6  28.8  49.0  2.6  

アウトドア派 外交的 669  9.1  23.5  65.8  1.6  

アウトドア派 内向的 302  10.3  24.2  63.9  1.7  

※クロス集計では、無回答があるため、全体とその内訳が合いません。 

 

  

男性 (149) (195) (131) (92) (56)

女性 (146) (200) (129) (92) (59)

※総合事業対象者・要支援認定者を除く (　）内は有効回答数

26.8
32.8

28.2

41.3

51.8

34.9 34.0
37.2

39.1 39.0
34.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

男性

女性

全体平均

（％）
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③ 口腔機能 

全体平均で23.7％が口腔機能低下のリスク該当者となっています。 

性別・年齢階級別にみると、女性では、80～84歳で36.5％と他に比べ高くなっています。

また、男性の75歳以上では横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【半年前に比べて固いものが食べにくくなったか】 

高齢者の外出タイプ別にみると、インドア派内向的、インドア派外交的で「はい」の割合

が、アウトドア派外交的で「いいえ」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1441  31.9  63.2  5.0  

インドア派 外交的 128  44.5  54.7  0.8  

インドア派 内向的 153  45.1  50.3  4.6  

アウトドア派 外交的 669  25.7  72.3  1.9  

アウトドア派 内向的 302  34.4  62.3  3.3  

※クロス集計では、無回答があるため、全体とその内訳が合いません。 

 

  

男性 (140) (190) (122) (88) (55)

女性 (143) (192) (124) (85) (61)

※総合事業対象者・要支援認定者を除く (　）内は有効回答数

18.6
21.6

27.9

28.4
27.3

16.8

21.9

23.4

36.5

27.9

23.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

男性

女性

全体平均

（％）
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④ 認知機能 

全体平均で42.4％が認知機能の低下のリスク該当者となっています。 

性別・年齢階級別にみると、女性では80～84歳で51.6％となっています。男性では85歳以

上で55.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【物忘れが多いと感じるか】 

高齢者の外出タイプ別にみると、インドア派内向的、インドア派外交的で「はい」の割合

が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1441  41.0  52.2  6.8  

インドア派 外交的 128  53.1  42.2  4.7  

インドア派 内向的 153  56.2  38.6  5.2  

アウトドア派 外交的 669  37.5  57.1  5.4  

アウトドア派 内向的 302  37.7  54.0  8.3  

※クロス集計では、無回答があるため、全体とその内訳が合いません。 

 

  

男性 (145) (181) (127) (93) (56)

女性 (142) (197) (132) (91) (63)

※総合事業対象者・要支援認定者を除く (　）内は有効回答数

38.6
33.1

47.2

40.9

55.4

41.5 43.1

40.9

51.6

47.6

42.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

男性

女性

全体平均

（％）
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⑤ 閉じこもり 

全体平均で20.9％が閉じこもりのリスク該当者となっています。 

性別・年齢階級別にみると、女性では、85歳以上で54.8％と、80～84歳に比べ22.2ポイン

ト上昇しています。また、男性では、85歳以上で51.8％と、80～84歳に比べ30.1ポイント上

昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 低栄養 

全体平均で1.0％が低栄養リスクの該当者となっています。 

性別・年齢階級別にみると、女性では85歳以上で1.8％、男性では65～69歳で2.8％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性 (142) (188) (125) (87) (49)

女性 (138) (187) (121) (79) (57)

※総合事業対象者・要支援認定者を除く (　）内は有効回答数

2.8

1.1
0.8 1.1

0.0
0.7

0.5

0.8

0.0

1.8

1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

男性

女性

全体平均

（％）

男性 (147) (193) (131) (92) (56)

女性 (145) (199) (132) (92) (62)

※総合事業対象者・要支援認定者を除く (　）内は有効回答数

11.6

15.0 17.6
21.7

51.8

11.0

15.1

25.0

32.6

54.8

20.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

男性

女性

全体平均

（％）
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⑦ うつ 

全体平均で37.6％がうつのリスク該当者となっています。 

性別・年齢階級別にみると、女性では、65～69歳で46.6％となっています。男性では、75

～79歳で45.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）在宅介護実態調査 

① 主な介護者の本人との関係 

「子」の割合が最も高く49.3％となっています。次いで、「配偶者（23.5％）」、「子の配偶

者（14.2％）」となっています。 

 

主な介護者の本人との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.5%

49.3%

14.2%

2.5%

3.3%

3.9%

3.3%

0% 20% 40% 60%

配偶者

子

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

その他

無回答

合計(n=485)

男性 (145) (181) (124) (93) (57)

女性 (146) (192) (122) (88) (59)

※総合事業対象者・要支援認定者を除く (　）内は有効回答数

34.5

26.5

45.2

33.3 33.3

46.6

42.2

37.7

39.8
33.9

37.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

男性

女性

全体平均

（％）
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② 本人が抱えている傷病 

「認知症」の割合が最も高く25.0％となっています。次いで、「その他（23.2％）」、「筋骨

格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）（18.1％）」となっています。 

 

本人が抱えている傷病 

 

  13.5%

17.9%

5.9%

6.0%

2.8%

18.1%

2.8%

8.7%

25.0%

4.6%

1.8%

15.8%

11.3%

23.2%

4.4%

1.8%

5.1%

0% 20% 40%

脳血管疾患（脳卒中）

心疾患（心臓病）

悪性新生物（がん）

呼吸器疾患

腎疾患（透析）

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）

膠原病（関節リウマチ含む）

変形性関節疾患

認知症

パーキンソン病

難病（パーキンソン病を除く）

糖尿病

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）

その他

なし

わからない

無回答

合計(n=564)
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7.4% 90.1% 2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=564)

利用している 利用していない 無回答

64.2% 33.2% 2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=564)

利用している 利用していない 無回答

 

③ 訪問診療の利用の有無 

「利用していない」の割合が最も高く90.1％となっています。次いで、「利用している

（7.4％）」となっています。 

 

訪問診療の利用の有無 

 

 

 

 

 

 

 

④ 介護保険サービスの利用の有無 

「利用している」の割合が最も高く64.2％となっています。次いで、「利用していない

（33.2％）」となっています。 

 

介護保険サービスの利用の有無 
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（４）介護サービス提供事業者調査 

① 事業の拡大を考える場合の課題や問題点 

「従事者の確保」の割合が62.5％（10件）と最も高く、次いで「利用者の確保」の割合が

37.5％（６件）、「施設・設備の改善」の割合が31.3％（５件）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 16 ％

事務作業の簡素化・システム化

施設・設備の改善

情報の不足

従事者の確保

利用者の確保

規則・基準の緩和

事業実施地域の見直し

ＰＲの強化

経費の削減

特に課題や問題はない

その他

無回答

18.8

31.3

6.3

62.5

37.5

0.0

0.0

0.0

12.5

0.0

0.0

31.3

0 20 40 60 80 100
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② 事業所の運営上の課題 

「従業員不足で十分なサービスを提供できない」の割合が43.8％（７件）と最も高く、次

いで「利用者が確保できない」、「介護報酬が低い」の割合が31.3％（５件）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 医療機関との連携 

「まあまあ連携はとれている」の割合が68.8％（11件）と最も高く、次いで「十分に連携

がとれている」、「どちらとも言えない」の割合が12.5％（２件）となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 16 ％

十分に連携がとれている

まあまあ連携はとれている

どちらとも言えない

あまり連携はとれていない

まったく連携はとれていない

連携をとる必要がない

無回答

12.5

68.8

12.5

6.3

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 16 ％

特にない

施設・設備の改善

利用者が確保できない

業務量が多い

介護報酬が低い

サービスの提供を希望する曜日や時間が集
中する

従業員不足で十分なサービスを提供できな
い

従業員の専門性が不足している

必要な情報が入手できない

地域・近所の協力が得られない

利用者や家族の協力が得られない

市・県（行政）との連携が十分でない

医療との連携が十分でない

同業者との連携、情報交換が十分でない

その他

無回答

12.5

18.8

31.3

25.0

31.3

6.3

43.8

18.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

12.5

0 20 40 60 80 100
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４ 第８期計画の総括 

 

（１）自立した生活を支える地域づくり  

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けていけるよう、医療と介護の連携や関係機関との連

携強化をすすめ、生活支援体制の充実・強化を図ってきました。特に、地域における生活支

援・介護予防サービスの提供体制の整備を推進するため、地域の医療機関や介護関係者等が

参画する会議の実施、情報共有ツール等を活用した医療・介護関係者間の情報共有、在宅医

療・介護サービスに関する講演会開催やパンフレットの作成・配布、生活支援コーディネー

ターを配置等、多様な生活課題を抱えている高齢者等が地域で安心して生活できるよう、関

係機関との連携体制の構築及び介護支援専門員同士のネットワーク構築を支援してきまし

た。 

今後も、保健・医療・福祉の公的なサービス提供のみならず、ボランティア活動や近隣住

民による見守り・支えあい等、さまざまな地域の資源をつなぐ人的ネットワークを構築する

とともに、地域福祉を推進する人材の育成に努め、高齢者を地域全体で支える体制を積極的

に推進する必要があります。 

 

 

（２）介護予防の推進と高齢者の生きがいづくり    

高齢者が住み慣れた地域で自分らしくいきいきとした生活を送ることができるよう、介護

予防・重度化防止、生活支援の充実、通いの場や生きがいづくりの場の創出等に取り組むと

ともに、介護離職の防止や家族介護者の負担軽減を図るため、在宅継続に向けた家族介護者

への支援を行ってきました。 

今後も、高齢化率の上昇が予想され、特にひとり暮らし高齢者や夫婦のみの高齢者世帯の

多様化する生活支援ニーズに対応するため、既存のサービスに加え、地域の実情に応じたボ

ランティア等を活用したサービス等、生活支援・介護予防サービスのより一層の充実を図る

とともに、介護に携わる介護者家族の負担を軽減するための支援の充実が必要です。 

 

 

（３）高齢者を見守るまちづくり  

高齢者が地域で安心・安全に暮らしていけるよう、一人暮らし高齢者の見守りネットワー

クの構築に向けた検討を進め、高齢者虐待防止の推進等を図るとともに、高齢者が地域の多

世代と交流しながら健康でアクティブな生活を送ることのできるまちづくりを推進してき

ました。また、今後全国的に増加が見込まれ、本市においてもその数が増加傾向にある認知
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症高齢者（令和４年（2022年）には1,772人となっている）やその家族が安心して生活する

ことができるよう、農作業を通じて認知症本人の社会参加の機会をつくるとともに、その家

族等の相談支援や交流等を目的とした「オレンジファーム」支援事業を開始する等、認知症

本人及び家族への支援を推進してきました。 

近年では、一人暮らし高齢者の孤立死も大きな社会問題となっており、行政や自治会等が

事前に情報を把握できないケースもあることから、地域や事業者との連携による一人暮らし

を含む高齢者世帯等に対する日常生活の支援や見守りを充実していく必要があります。 

また、共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和５年法律第65号。以下「認知

症基本法」という）では、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる

よう求められており、今後は、認知症の人が生活しやすいように、移動の交通手段の確保や

地域での見守り体制の整備等をすすめる必要があります。 

さらに、今後、判断能力が不十分な状態にある高齢者や、親族からの支援が困難な状況に

ある高齢者の増加に伴い、成年後見人等の需要が高まることが予測されることから、早期か

らの準備として、市民に対して、任意後見や成年後見制度等についての周知啓発を実施する

必要があります。 

 

 

（４）介護保険サービスの充実  

高齢者が安心して介護保険サービスが利用できるよう、介護保険制度全般について分かり

やすく解説した手引きを作成し、窓口にて配布する等、介護保険制度やサービス内容を周知

する活動を進めてきました。 

また、利用者の多様なニーズに対応できるよう、介護保険事業者連絡会の居宅部会と連携

した研修会を実施する等、サービス提供に必要となる介護人材の確保及び資質の向上並びに

業務の効率化及び質の向上を図ってきました。 

介護サービスの提供体制の確保・拡充が求められる中、介護保険の円滑かつ安定的な運営

を図るためには、限られた財源を効果的に使用し、適正なサービスを真に必要な人に提供し

ていくことが重要です。 

そのために、介護保険制度等の周知の徹底やケアプランの点検等を行い、サービス内容と

費用の両面から捉えた介護給付費の適正化を図るとともに、現在、介護分野に従事している

職員のスキルアップを促進しつつ、介護現場における業務の改善方法についても検討し、介

護職員が働き続けることのできる環境整備について支援していくことが必要です。  
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５ 高齢者を取り巻く主な課題 

本市における高齢者を取り巻く環境の変化や市民のニーズ、介護保険制度の改正等を踏ま

え、本計画における課題を以下のように整理します。 

 

（１）自立した生活を支える地域づくりに関する課題    

今後、超高齢社会のさらなる進展により、医療と介護の両方を必要とする高齢者の増加が

見込まれます。アンケート調査結果をみると、どこで最期を迎えたいかについて、「自宅等

（住み慣れた居住の場）」が６割と最も高くなっており、在宅医療と介護の連携が大切です。

そのためには、医療・介護の関係者が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療と介護を提供

することが重要であり、地域課題を共有することにより、地域の実情に応じた切れ目のない

連携体制の構築に向けて取り組んでいくことが必要です。 

また、アンケート調査結果をみると、アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ、人生会

議）の認知について、「知らない」が７割半ばと最も高く、在宅医療を円滑に推進していく

ためには、地域住民に対して、医療・介護サービスについて理解を深めてもらえるよう、的

確な情報提供とわかりやすく丁寧な説明を引き続き行っていく必要があります。 

さらに、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けていくためには、医療・介護だけでなく、

福祉や生活支援等の分野を超えた包括的な支援が重要であり、引き続き、生活支援体制整備

の充実が必要です。 

 

 

 

（２）介護予防の推進と高齢者の生きがいづくりに関する課題   

高齢者が自分らしくいきいきとした生活を送るためには、健康づくりや介護予防と合わせ、

社会参加や生きがいづくりを行い、健康寿命を延伸することが重要です。 

アンケート調査結果をみると、地域活動への参加状況について、「全く活動に参加してい

ない」が３割超えと最も高く、生きがいの有無について、「生きがいあり」が４割半ば、「思

いつかない」の３割半ばとなっており、社会参加や生きがいづくり活動のきっかけづくりが

必要です。 

また、健康寿命の延伸に向け、健康づくりや介護予防を広く普及・啓発し、より早期から

介護予防の意義を浸透させていくとともに、高齢者が身近な地域で介護予防に取り組めるよ

う、介護予防に効果のある住民主体の体操・運動等の通いの場を充実させる等、介護予防を

推進することが重要です。  
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（３）高齢者とその家族を見守るまちづくりに関する課題  

認知症基本法が令和５年６月に成立し、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮ら

すことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進することが重要です。 

アンケート調査結果をみると、認知症に関する相談窓口を知らない人が約７割、認知症カ

フェ（オレンジカフェ）を知っている人が１割半ばとなっており、認知症に関する情報提供

の充実を図るとともに、認知症の人を地域全体で見守りができるような地域づくりが求めら

れます。 

また、近年では、老老介護や認認介護、ヤングケアラーといった家族介護に関することが

社会問題となっています。アンケート調査を見ると、主な介護者の年齢は「70代以上」が３

割を超えています。さらに、介護のために主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）人が4.5％

となっており、介護に携わる家族の負担を軽減するため、生活支援サービスの充実や、身体

的・精神的・経済的な負担の軽減に向けた様々な支援の充実が求められます。 

 

 

 

（４）介護保険サービスの充実に関する課題  

今後も介護給付費は年々増加することが見込まれますが、介護保険の円滑かつ安定的な運

営を図るためには、限られた財源を効果的に使用し、適正なサービスを真に必要な人に提供

していくことが重要です。 

また、介護保険サービス事業者のアンケート調査結果をみると、事業の拡大を考える場合

の課題や問題点については「従事者の確保」が約６割、事業所を円滑に運営していく上で困

っていることについては「従業員不足で十分なサービスを提供できない」が約４割とそれぞ

れ最も高く、介護人材の育成・確保が重要な課題となっています。介護分野に従事している

職員のスキルアップを促進するとともに、未経験者の参入促進についても取り組む必要があ

ります。さらに、介護現場における業務の改善方法についても検討し、介護職員が働き続け

ることのできる環境整備について支援していくことが必要です。 
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第 章    計画の基本的な考え方 

 

 

１ 計画の基本理念 

本市では、令和元年度に「第２次匝瑳市総合計画（基本構想・前期基本計画）」を策定し、

健康・福祉・医療・介護分野の基本目標を、「生きがいに満ち、笑顔があふれるまちをつく

る」と定め、健康・福祉・医療・介護の各分野が連携しながら、地域全体で一人ひとりの状

況に応じたきめ細かな支援ができる環境づくりに努め、生涯にわたって健康や生きがいを感

じ、安心して暮らすことのできるまちづくりの推進に向けて、各施策を進めています。 

そのような中、全国的に高齢化が大きな問題となっています。日本全体の動向として、令

和７年（2025年）には団塊の世代が75歳以上になり、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの

世帯、要介護認定者、認知症高齢者が増加することが予測され、令和22年（2040年）には高

齢者人口がピークを迎え、現役世代の減少が顕著になることが見込まれています。本市にお

いても、65歳以上の高齢者人口は減少傾向にあるものの、75歳以上の後期高齢者人口は増加

傾向にあります。また、市内全人口に対する高齢者の割合である高齢化率も上昇しています。 

すべての高齢者が生きがいに満ち暮らし続けるためには、「健康寿命」の延伸が重要であ

り、必要に応じて適切なサービスを受けられることが大切です。しかしながら、近年の社会

情勢から、高齢者を公的な制度や福祉サービスだけで支えることは難しい状況となってきて

おり、高齢者を取り巻く生活課題に対し、きめ細かく対応するためには、地域共生社会を実

現していくことが求められています。 

本計画においても、これまでの基本理念を引き継ぎ、想定される高齢化率の上昇や後期高

齢者人口の増加、それに伴う介護サービスの利用者や給付費の増加による社会保障の大きな

課題を見据え、高齢者福祉の向上と持続可能な介護保険制度を実現するため、高齢者が健康

で幸せに暮らせる地域社会を築くことを目指し、医療、介護、福祉の多職種の連携を深めな

がら、認知症施策や在宅医療と介護の連携、生活支援サービスの充実・強化を図り、医療・

介護・介護予防・住まい・生活支援を一体的に提供していく「地域包括ケアシステム」の深

化・推進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

地域で共に支えあい 
高齢者の笑顔があふれるまち 
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２ 計画の基本目標 

（１）自立した生活を支える地域づくり 

高齢者が住みなれた家庭や地域で安心して、いきいきと自立した生活を送れるよう、医療

と介護の連携や関係機関との連携強化、生活支援体制の充実・強化を図ります。さらに、相

談支援体制の強化やボランティア活動や近隣住民による見守り・支えあい等、高齢者を地域

全体で支える地域づくりを推進します。 
 

（２）介護予防の推進と高齢者の生きがいづくり 

健康でいきいきとした豊かな生活を実現するため、高齢者が年齢にとらわれることなく自

由で主体的に活動し、自立した生活を送ることができるよう、介護予防・重度化防止や通い

の場、健康づくり活動の支援のほか、就労・ボランティア活動等の生きがいづくり支援や社

会参加支援の充実を図ります。 
 

（３）高齢者とその家族を見守るまちづくり 

高齢者が自らの意思で自立した生活を送れるように、高齢者の尊厳を守る視点から，高齢

者の権利擁護とともに虐待や差別の防止を図り、ひとり暮らし高齢者の見守りネットワーク

の構築及び身近な地域で相談・支援が受けられる体制を整えます。また、認知症は、誰もが

なり得るものであり、国は、「認知症施策推進大綱」（令和元年（2019年）６月策定）に基づ

き、認知症本人と家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪として、施策

の推進に取り組んできました。さらに、令和５年（2023年）６月の「認知症基本法」の制定

を踏まえ、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう推進してい

くこととしています。認知症高齢者が増加していくと推測される中で、介護を必要とする人

だけでなく、その家族への支援を行い、在宅介護の充実を図ります。 
 

（４）介護保険サービスの充実 

国全体で、団塊の世代（昭和22年（1947年）～昭和24年（1949年）生まれ）が75歳以上の

後期高齢者となる令和７年（2025年）、さらに20～64歳人口が人口全体のちょうど半分とな

るまでに減少すると推計されている令和22年（2040年）を見据え、地域のニーズや実情を踏

まえた介護サービスの提供に向け、介護人材の確保及び介護現場の負担軽減等に取り組みま

す。また、適正な要介護認定の実施、適切なケアマネジメント及びサービス提供のため、介

護給付の適正化に努めます。  



 

 
42 

 

３ 施策体系 

  

地
域
で
共
に
支
え
あ
い 

高
齢
者
の
笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
ま
ち 

［ 基本理念 ］ ［ 施策 ］ ［ 基本目標 ］ 

（１）在宅医療と介護連携の推進 

（２）関係機関との連携強化 

（３）生活支援体制整備の推進 

（４）地域共生社会の実現に向けた体制整備 

（１）介護予防・生活支援サービス事業の充実 

（２）適切な介護予防サービス計画及び介護予防
ケアマネジメト 

（３）一般介護予防事業の充実 

（４）社会参加の促進 

（５）生きがいづくりの推進 

（１）高齢者虐待の防止等高齢者の権利擁護の 
推進 

（２）認知症施策の推進 

（４）一人暮らし高齢者を見守る仕組みづくり 

（５）安心・安全対策の推進 

（６）介護家族に対する支援の充実 

（７）生涯活躍のまちづくりの推進 

（１）介護保険サービス提供基盤の指導 

（２）介護支援専門員へのサポートの充実 

（３）介護人材の育成・確保 

（４）低所得者への負担軽減 

（５）介護給付等費用の適正化 

（３）成年後見制度の周知と利用促進 

１ 自立した生活を
支える地域づく
り 

２ 介護予防の推進
と高齢者の生き
がいづくり 

３ 高齢者とその家
族を見守るまち
づくり 

４ 介護保険サービ
スの充実 
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４ 日常生活圏域の設定 

介護保険法による「日常生活圏域」は、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送るこ

とができるよう、地域の特性に応じて設定し、その圏域毎に必要な介護サービスを提供する

施設の整備とそのサービス見込量等を設定することが必要となります。 

「日常生活圏域」は、地理的条件、人口、交通事情等の社会的条件、介護保険サービス等

を提供するための施設状況等を総合的に勘案し、「１圏域」として設定します。なお、本市

では、より身近な地域できめ細かな支援を行うため、市内に２か所の地域包括支援センター

を設置し、住まい、医療、介護、介護予防、生活支援サービスの切れ目ない提供に努めてい

ます。 

 

 

  

                         

介護老人保健施設ミス・ヘンテ記念ケアセンター 
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５ 将来推計 

（１）人口の推計 

本市の住民基本台帳を基に、コーホート変化率法※により算出した推計人口をみると、

本市の総人口は年々減少し、計画最終年の令和８年（2026年）には32,182人となることが

見込まれます。 

65歳以上の高齢者人口をみると、令和５年（2023年）以降は減少を続けるものの、年少

人口（0～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）が一貫して減少することから、高齢化率は上

昇を続け、令和12年（2030年）には40％に達し、令和27年（2045年）には48.5％に達する

見通しです。 

 

※コーホート変化率法…同じ年に生まれた人々の動向から変化率を求め、その結果に基づき将来人口を推計する方法 

匝瑳市の人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳に基づく推計（各年９月末現在） 

 

匝瑳市の人口の推計（構成比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳に基づく推計（各年９月末現在）  

3,116 2,969 2,834 2,696 2,166 1,729 1,457 1,197 

18,440 18,025 17,621 17,219 15,717 13,786 11,438 9,534 

12,364 12,346 12,308 12,267 
11,933 

11,278 
10,844 

10,114 

33,920 33,340 32,763 32,182 
29,816 

26,793 
23,739 

20,845 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

（人）

0-14歳 15-64歳 65歳以上

9.2 8.9 8.7 8.4 7.3 6.5 6.1 5.7

54.4 54.1 53.8 53.5 52.7 51.5 48.2 45.7

36.5 37.0 37.6 38.1 40.0 42.1 45.7 48.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

（％）

0-14歳 15-64歳 65歳以上

実績値 推計値

実績値 推計値
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（２）高齢者人口の推計 

本市の高齢者人口の推計をみると、65～74歳の高齢者は減少傾向が続き、団塊ジュニア

世代が高齢者となる令和22年（2040年）には再び増加するものの、令和27年（2045年）に

は再度減少すると見込まれます。 

75～84歳の高齢者は令和12年（2030年）で最も多く4,930人となり、構成比は全体の

41.3％となることが見込まれます。以降は団塊ジュニア世代が高齢者となり、85歳以上の

高齢者が増加することにより人数、構成比ともに減少していくことが見込まれます。 

85歳以上の高齢者は令和12年（2030年）から令和17年（2035年）にかけて大幅に増加

し、令和17年（2035年）は2,793人となり、構成比は24.8％となることが見込まれます。 

 

匝瑳市の高齢者人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳に基づく推計（各年９月末現在） 

匝瑳市の高齢者人口の推計（構成比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳に基づく推計（各年９月末現在）  

5,719 5,468 5,266 5,087 4,676 4,253 4,327 4,179 

4,283 4,526 4,677 4,828 4,930 
4,232 3,777 3,428 

2,362 2,352 2,365 2,352 2,327 
2,793 2,740 

2,507 

12,364 12,346 12,308 12,267 11,933 
11,278 10,844 

10,114 

0

5,000

10,000

15,000

令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

（人）

65-74歳 75-84歳 85歳以上

46.3 44.3 42.8 41.5 39.2 37.7 39.9 41.3

34.6 36.7 38.0 39.4 41.3 37.5 34.8 33.9

19.1 19.1 19.2 19.2 19.5 24.8 25.3 24.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

（％）

65-74歳 75-84歳 85歳以上

実績値 推計値

実績値 推計値
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（３）要支援・要介護認定者数の推計 

本市の要支援・要介護認定者数の推計をみると、2,200人から2,300人前後で推移し、計画

最終年の令和８年（2026年）には2,209人となり、令和17年（2035年）にピークを迎え2,337

人となることが見込まれます。また、令和17年（2035年）以降は減少すると見込まれていま

す。 

 

匝瑳市の要支援・要介護認定者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：地域包括ケア「見える化」システムによる推計（各年９月末現在） 

 

匝瑳市の要支援・要介護認定者数の推計（要介護度別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システムによる推計（各年９月末現在）  

実績値 推計値

2,160 2,173 2,175 2,161 2,224 2,297 2,259 2,094 

50 51 51 48 47 40 33 26 

2,210 2,224 2,226 2,209 2,271 2,337 2,292 2,120 

17.5 17.6 17.7 17.6
18.6 20.4 20.8

20.7

0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4

0

10

20

30

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

（％）（人）

第１号被保険者（65歳以上） 第２号被保険者（40-64歳）

第１号被保険者認定率 第２号被保険者認定率

359 359 355 351 367 371 354 325 

230 242 242 242 249 248 234 213 

469 470 479 477 491 518 506 469 

322 334 336 335 342 357 351 
324 

294 291 291 288 293 303 308 
289 

330 329 326 322 331 336 337 
313 

206 199 197 194 198 204 202 
187 

2,210 2,224 2,226 2,209 2,271 2,337 2,292 
2,120 

0

1,000

2,000

3,000

令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

（人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護４ 要介護５

実績値 推計値
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（４）認知症高齢者数の推計 

本市の認知症高齢者の推計（令和４年（2022年）における要支援・要介護認定者数に対す

る認知症高齢者の割合を要支援・要介護認定者の推計人口に乗じて算定）をみると、計画最

終年の令和８年（2026年）に1,767人となり、令和17年（2035年）にピークを迎え1,857人と

なることが見込まれます。 

 

匝瑳市の認知症高齢者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システムによる推計（各年 10 月末現在） 
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第 章    高齢者福祉施策の推進 

 

１ 自立した生活を支える地域づくり 

（１）在宅医療と介護連携の推進 

地域包括ケアシステムの整備においては、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構

築が重要であり、関係機関と連携、協働しながら地域課題を共有し、地域の実情に応じた

切れ目のない連携体制の推進に取り組んでいきます。 

また、看取りや認知症への対応の強化や地域住民に対しての医療及び介護サービスに関

する普及啓発に努めていきます。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 在宅医療・介護連携
の課題の抽出と対
応策の検討 

地域の医療機関や介護関係者等が参画する会議
を開催し、在宅医療・介護連携の現状と課題の
抽出、解決策等の協議を行います。 

高齢者支援課 

② 切れ目のない在宅
医療と介護の提供
体制の構築推進 

切れ目なく在宅医療と介護サービスが提供され
る体制の構築に向け、関係者との連携づくりを
行います。 

高齢者支援課 

③ 医療・介護関係者の
情報共有の支援 

情報共有ツール等を活用し、地域の医療・介護
関係者等の間で医療、介護等に関する情報を共
有し、在宅での看取りや急変時の対応ができる
よう支援します。       

高齢者支援課 

④ 地域住民への普及
啓発 

在宅医療・介護サービスに関する講演会開催や
パンフレットの作成・配布等により、地域住民
に在宅医療・介護連携についての周知を図りま
す。 

地域住民に対して、看取りやＡＣＰ（アドバン
ス・ケア・プランニング：希望する医療やケア
について考え、周囲の人と共有する取組）に関
する周知を行います。        

高齢者支援課 
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（２）関係機関との連携強化 

今後も高齢化率の上昇が見込まれる中で、地域ケア会議を充実し、地域資源の状況や不

足しているサービス等の地域課題を抽出し、地域への展開に向けて取り組みます。 

また、高齢者の多様で複雑なニーズを解決するために、多機関との連携や地域で支え合

う包括的な支援体制の整備に向けて取り組みます。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 地域ケア会議の開
催 

個別地域ケア会議においては、処遇困難ケース
における開催のみならず、介護支援専門員が担
当する高齢者が、より自立した生活が送れるよ
う、多職種から助言を得られる「自立支援のため
の地域ケア会議」を定期開催していきます。 

個別地域ケア会議を開催していく中で、浮き彫
りになった地域課題を地域ケア推進会議等で取
り上げ、地域包括ケアシステムの推進に繋げま
す。 

高齢者支援課 

② 包括的・継続的ケア
マネジメント支援 

多様な生活課題を抱えている高齢者等が地域で
安心して生活できるよう、関係機関との連携体
制の構築及び介護支援専門員同士のネットワー
ク構築を支援していきます。 

高齢者支援課 

③ 社会福祉協議会、ボ
ランティア等との
協働 

社会福祉協議会等の関係機関と連携し、地域福
祉を推進する人材の育成に努めます。 

市社会福祉協議会のボランティアセンターを通
じてボランティア活動への参加の呼びかけや講
習会を行うとともに、市民ボランティア意識を
醸成し、活動への参加意識の向上を図ります。 

福祉課 

高齢者支援課 

 

【成果目標】 

項目名 
実績 目標 

令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域ケア会議 

開催回数（回） 
26 27 28 29 
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（３）生活支援体制整備の推進 

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を中心に、地域の実情や課題を把握

し、地域に必要な住民主体の支え合い活動の創出に取り組み、高齢者の介護予防と社会参

加の推進を目指します。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 生活支援コーディ
ネーターの配置 

関係者や既存の取組・組織等を活用しながら、資
源開発、関係者のネットワーク化、地域の支援ニ
ーズとサービス提供主体のマッチング等のコー
ディネート業務を実施することにより、地域に
おける生活支援・介護予防サービスの提供体制
の整備を推進するため、生活支援コーディネー
ターを配置します。 

高齢者支援課 

② 移動手段の確保 
高齢者が買い物や医療機関への通院等の必要な
外出ができるよう、移動手段の確保に努めます。 

高齢者支援課 

環境生活課 

③ 買い物支援の推進 
買い物が困難な高齢者に対し、移動販売等の情
報提供を行い、地域の事情に合ったサービスの
充実を図ります。 

高齢者支援課 

 

 

【成果目標】 

項目名 
実績 目標 

令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

生活支援コーディネ
ーターの配置人数
（人） 

２ ２ ２ ２ 
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（４）地域共生社会の実現に向けた体制整備 

今後も高齢化率の上昇が見込まれる中で、地域包括支援センターを拠点に、医療や地域

の関係団体・機関との連携及びネットワークを強化するとともに、地域住民による共助や

地域の福祉団体等による活動と合わせ、一人暮らし高齢者や認知症高齢者等要援護者への

見守り等の効果的な支援が可能となる重層的なネットワークの構築を図ります。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 地域包括支援セン
ターの機能強化 

地域包括支援センターでは、地域包括ケアシス
テム構築の中核的な機関として、医療、介護、福
祉の包括的支援を目的に事業を推進します。 

在宅医療・介護連携、認知症対策、生活支援サー
ビスの体制整備等を推進するため、関係機関と
の連携を強化し、地域ケア会議を充実させると
ともに、職員の資質向上等に努めます。 

土日祝日や夜間の開所等、市民のニーズに応じ
た相談体制の拡充を検討していきます。 

高齢者支援課 

② 総合相談支援 

地域の高齢者やその家族に対し、介護保険サー
ビスをはじめ保健福祉サービス、権利擁護、介護
予防等の総合的な相談に対応できるように、地
域包括支援センターと在宅介護支援センターが
連携を密にし、きめ細かな相談支援を行います。 

また、身近な相談先として窓口の周知・啓発に努
めます。 

さらに、複合的な課題に対応するために、医療機
関や介護保険サービス事業所等との連携を密に
し、相談支援体制を強化します。 

高齢者支援課 

③ 地域での支え合い・
見守りネットワー
クの整備促進 

住み慣れた地域で誰もが安心して暮らし続けら
れるように、見守りが必要な方に対し地域で見
守ることができる仕組みづくり及び必要に応じ
て専門機関や行政と連携できる体制を整備しま
す。 

高齢者支援課 

 

 

【成果目標】 

項目名 
実績 目標 

令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域包括支援センター
の設置数（か所） 

２ ２ ２ ２ 
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２ 介護予防の推進と高齢者の生きがいづくり 

（１）介護予防・生活支援サービス事業の充実 

住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、ＮＰＯや民間企業、

住民ボランティア等多様な主体と連携して地域のニーズにあった多様な生活支援サービス

提供体制を構築し、地域全体で介護予防・生活支援サービス事業の推進とその受け皿及び

担い手の確保に努めます。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 訪問型サービス 

要支援者等のホームヘルプサービスについて、
従来型に加えて、幅広い利用者のニーズに応え
られるよう多様な主体によるサービスの導入を
推進します。 

高齢者支援課 

② 通所型サービス 

要支援者等のデイサービスについて、従来型に
加えて、幅広い利用者のニーズに応えられるよ
う多様な主体によるサービスの導入を推進しま
す。 

高齢者支援課 

 

 

【成果目標】 

項目名 
実績 目標 

令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問介護相当サービ
ス１月当たり利用人
数（人） 

96 98 100 100 

通所介護相当サービ
ス１月当たり利用人
数（人） 

186 190 193 195 

通所型サービスＣ ※ 

１月当たり利用人数
（人） 

０ ５ ５ ５ 

     ※通所型サービスＣ（短期集中予防サービス） 

       生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを、３～６カ 

月の短期間で行うサービス。 
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（２）適切な介護予防サービス計画及び介護予防ケアマネジメント 

高齢者が要介護状態にならないよう、介護予防サービス計画を作成し、適切な支援につ

なげていきます。また、適切なアセスメントを実施し、利用者の状態を踏まえて目標を設

定し、利用者本人が目標を理解し、達成のために必要なサービスを主体的に利用できるよ

う支援します。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 介護予防サービス
計画 

地域の高齢者ができる限り寝たきり等の要介護
状態にならないよう、適切な介護予防サービス
を利用できる介護予防ケアプランを作成しま
す。 

地域包括支援センター等において、介護予防や
日常生活支援に向けた適切な介護予防支援を実
施します。 

高齢者支援課 

② 介護予防ケアマネ
ジメント 

適切なアセスメントの実施により、利用者の状
態を踏まえた目標を設定します。 

利用者本人が目標を理解した上で、達成のため
に必要なサービスを主体的に利用し、目標の達
成に取り組んでいけるよう具体的にサービス事
業等の利用について検討し、ケアプランを作成
します。 

高齢者支援課 
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（３）一般介護予防事業の充実 

高齢者が身近な場所で継続して行える介護予防の機会を広く提供するとともに、介護予

防やフレイル予防の普及啓発を行い、誰もが継続的に介護予防に取り組めるよう支援しま

す。また、健康寿命の延伸を図るため、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施しま

す。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 介護予防普及啓発 
全ての高齢者が、介護予防に向けて自主的な取
組ができるように、介護予防に関する基本的な
知識・情報の普及啓発を行います。 

高齢者支援課 

② 地域介護予防活動
支援 

住み慣れた地域で、自分らしくいきいきとした
生活が送れるように、いきいき百歳体操を中心
とした身近な地区での住民の自主的な介護予防
活動を支援します。 

高齢者支援課 

③ 地域リハビリテー
ション活動支援 

地域における介護予防の取組を機能強化するた
めに、住民運営の通いの場等へのリハビリテー
ション専門職等の関与を促進します。 

高齢者支援課 

④ 高齢者の保健事業
と介護予防の一体
的な実施 

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細か
な支援を実施するため、介護保険の地域支援事
業や国民健康保険・後期高齢者医療保険の保健
事業を一体的に実施します。 

高齢者支援課 

市民課 

健康管理課 

 

【成果目標】 

項目名 
実績 目標 

令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

いきいき百歳体操の参
加人数（人） 

800 850 900 950 

ハイリスクアプローチ
介入率（％） 

40 40 45 45 

ポピュレーションアプ
ローチ参加者数(人) 

1,000 1,000 1,100 1,100 
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（４）社会参加の促進 

自治会等の住民組織やシニアクラブ、シルバー人材センター、ボランティア団体等による

多様な社会参加の機会を充実します。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① シニアクラブ活動
の活性化支援 

シニアクラブを地域包括ケアシステムにおける
支え合いの担い手と位置づけ地域に欠かせない
ものとして、若い年齢での加入の推奨や活動の
活性化を支援します。 

高齢者支援課 

② シルバー人材セン
ターの運営支援 

高齢者が働くことを通じて、健康を保持し生き
がいを持ち地域社会に貢献するという『自主・自
立・共働・共助』の理念を基本として、シルバー
人材センターの運営を支援し、高齢者の就業機
会の確保に努めます。 

商工観光課 

③ 高齢者によるボラ
ンティア活動の推
進 

ボランティア活動に関する理解と関心を深め、
活動への参加を促進するため、ボランティアセ
ンターの運営や各種養成講座・体験教室の開催
に努めます。 

福祉課 

高齢者支援課 
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（５）生きがいづくりの促進 

高齢者のニーズを捉えながら、講座やイベントの開催、ボランティア活動の充実等、高

齢者の知識や経験を生かした活動の支援を行います。 

さらに、高齢者同士の活動は、お互いの親睦や健康づくり、社会参加の促進等につなが

るため、高齢者同士が交流できる場の確保・充実を図ります。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 集いの場づくりの
推進 

新たに施設が整備される際に地域交流スペース
等の設置を求めていきます。 

地域と連携・協力しながら、高齢者が生きがいを
持って自主的に体操等の活動を行うことができ
る「集いの場」づくりを推進します。 

高齢者支援課 

② 興味や意欲に応じ
た学習の場の充実 

高齢者が趣味や興味に応じて学習やスポーツ活
動に取り組めるよう、市が主催する講座等の内
容や広報活動の充実により、参加の促進を図り
ます。  

生涯学習課 

③ 高齢者の知識や能
力を発揮する場の
充実 

高齢者の経験や生涯学習等で得た知識や技術
を、地域活動に還元する取組を推進します。  

生涯学習課 

 

【成果目標】 

項目名 
実績 目標 

令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

(公民館）講座実施回
数 

84 回/ 
参加人数 
延 900 人 

84 回/ 
参加人数 
延 900 人 

84 回/ 
参加人数 
延 900 人 

84 回/ 
参加人数 
延 900 人 
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３ 高齢者とその家族を見守るまちづくり 

（１）高齢者虐待の防止等高齢者の権利擁護の推進 

高齢者の権利擁護推進のため、地域住民や関係機関への成年後見制度、虐待防止につい

ての普及・啓発を行います。また、関係機関等が連携し、高齢者虐待防止ネットワークづ

くりや消費者被害の発生予防と支援体制の整備を図ります。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 高齢者虐待防止に
関する意識啓発 

市民や各種団体、関係機関等に対し、広報、ホー
ムページ、パンフレット等を通して高齢者虐待
の防止及び早期発見のための啓発を行い、高齢
者の人権擁護や虐待防止の意識を高めます。 

高齢者支援課 

② 高齢者虐待防止ネ
ットワークづくり 

高齢者虐待の防止や早期発見、適切な支援を行
うため、高齢者の権利擁護を協議するネットワ
ークを構築し、関係機関や諸団体との連携協力
体制を整備します。 

高齢者支援課 

③ 養護者に対する支
援 

養護者が抱えている介護負担や生活上の課題等
を分析し、養護者に対し適切な支援を行うこと
で、虐待の解消、再発防止、未然防止を図ります。 

また、適切・迅速な支援に向けて、相談体制の充
実に努めます。 

高齢者支援課 

④ 消費者被害の発生
予防と支援体制の
整備 

高齢者が悪質な訪問販売等の被害に遭わないた
めに、高齢者に多い消費者トラブルや対処法に
ついて啓発するとともに、相談があった場合に
は、関係機関と連携して早期解決及び再発防止
に努めます。 

高齢者支援課
商工観光課 
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（２）認知症施策の推進 

認知症の人が尊厳と希望を持って認知症とともに生きる「共生」と、認知症になること

を遅らせる「予防」（認知症になった後の進行を緩やかにする「進行予防」を含む）を両輪

とする基本的な考えのもと、1.普及啓発・本人発信支援 2.予防 3.医療・ケア・介護者へ

の支援 4.認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援等を中心

とした認知症対策の推進に努めます。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 正しい知識の普及
啓発・認知症予防 

認知症の人が地域で安心して暮らしていける
よう、「認知症サポーター養成講座」及び「認知
症ジュニアサポーター養成講座」に取り組み、
認知症に対する誤解や偏見をなくし、地域全体
で支えられる体制を整備します。 

認知症予防の生活習慣が身につくように認知
症予防の講演や教室を開催し、正しい知識の普
及啓発を図ります。 

高齢者支援課 

② 認知症の状態に応
じた適切な支援 

千葉県認知症コーディネーターや認知症地域
支援推進員と連携して認知症ケアパスの普及
を行います。 

認知症の状態に応じた適切なサービス提供に
向け、携わる多職種が認知症の支援について共
通理解を深めるよう連携を促進します。 

高齢者支援課 

③ 認知症初期集中支
援チームによる支
援 

認知症初期集中支援チームの機能を充実させ、
認知症の人やその家族に対し、初期段階で包括
的かつ集中的な支援を行っていきます。 

認知症初期集中支援チーム検討委員会を置き、
活動状況及び認知症施策の検討を行っていき
ます。 

高齢者支援課 

④ 認知症高齢者 SOSネ
ットワーク事業 

認知症高齢者が徘徊等により所在不明になっ
た際、関係団体等との連携による早期発見に努
めます。 

徘徊のおそれのある高齢者の情報について、
SOS ネットワークへの事前登録を推進します。 

高齢者支援課 

⑤ 認知症の人及び家
族への支援の推進 

ボランティア団体等が主催する認知症カフェ
の活動を支援します。 

認知症の人を介護する家族等を支えるための
集いを開催します。 

高齢者支援課 

⑥ チームオレンジの
整備・推進 

認知症サポーターがさらなるステップアップ
を図り、認知症の人や家族に対する支援を進め
るため、認知症の人や家族の支援ニーズと認知
症サポーター等をつなげる「チームオレンジ」
の設置に向けて取り組んでいきます。  

高齢者支援課 
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【成果目標】 

項目名 
実績 目標 

令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

認知症サポーター養成
講座受講者数（人） 

延べ 6,000 延べ 6,250 延べ 6,500 延べ 6,750 

認知症地域支援推進員
配置人数（人） 

６ ７ ７ ８ 

 

 

（３）成年後見制度の周知と利用促進 

成年後見制度の普及と利用促進のため、パンフレット等を活用して広報を強化し、相談窓

口を充実させるとともに、申立て費用の支援や市民後見人の育成を推進します。 

また、地域連携ネットワークや中核機関の整備を通じて、適切な制度利用を支援する取り

組みを推進します。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 成年後見制度の周
知 

認知症等の理由で判断能力の不十分な人を消費
者被害から保護したり、財産管理や契約行為等
を支援したりするため、関係機関や諸団体、市民
に対し、パンフレット等を活用し成年後見制度
の周知を図ります。 

高齢者支援課 

福祉課 

② 相談窓口の充実 

成年後見制度の対象者となる人を早期に発見及
び支援をし、制度利用につなげるため、関係機関
との連携を強化するとともに地域包括支援セン
ター等の相談窓口の充実に努めます。 

成年後見申し立てについての相談支援を行いま
す。 

高齢者支援課 

福祉課 

③ 市長申立ての適切
な実施及び成年後
見人等への報酬助
成 

成年後見人、保佐人及び補助人が必要でありな
がら親族等に申し立てを行う人がいない場合
は、市長による審判請求を行います。その際、審
判請求費用を支払うことが困難な人に対して
は、市が負担します。 

また、成年後見人等に報酬を支払うことが困難
な者には助成金を支給します。 

高齢者支援課 

福祉課 

④ 市民後見人の養成 

需要の増大が見込まれる成年後見制度に対応す
るために、市民後見人の必要性が高まっていま
す。銚子市、旭市及び一般社団法人東総権利擁護
ネットワークとの連携により市民後見人の育成
を推進します。 

高齢者支援課 

福祉課 
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事業名 事業内容 担当課 

⑤ 地域連携ネットワ
ーク及び中核機関
の構築 

権利擁護支援のため、法律・福祉等の専門知識を
持ち地域における課題も含めた様々なケースに
も対応できる中核機関の整備を、社会福祉協議
会、専門職団体、当事者団体、家庭裁判所及び近
隣市町等と連携し取り組んでいきます。 

そして、中核機関を中心に「権利擁護支援チー
ム」「協議会」を構成要素とする地域連携ネット
ワークを構築することにより、尊厳ある本人ら
しい生活を継続し、地域社会に参加できるよう
にする地域共生社会の実現を目指します。 

体制整備が図られるまでの間は、現在ある組織
を活用し、成年後見制度の利用促進を図ってい
きます。 

高齢者支援課 

福祉課 

 

【成果目標】 

項目名 
実績 目標 

令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域連携ネットワーク
及び中核機関の構築 

未構築 
令和６年度末
までに中核機
関構築 

令和７年度末
までに協議会
実施 
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（４）一人暮らし高齢者を見守る仕組みづくり 

一人暮らしの高齢者の安心・安全を支援するため、地域での見守りネットワーク構築や

緊急通報装置の貸与、救急医療情報キットの配布を強化します。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 高齢者等あんしん
見守りネットワー
ク事業 

協力事業者と相互に連携して高齢者等あんしん
見守りネットワークを構築して、高齢者等の異
変を速やかに発見し、適切な支援を図っていき
ます。 

高齢者支援課 

② 緊急通報装置貸与
事業 

一人暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置を貸
与することにより、急病等で緊急に他の者の援
助が必要となった場合の迅速な対応を図りま
す。 

高齢者支援課 

③ 救急医療情報キッ
ト配布事業 

高齢者等に対し、救急時に必要な、かかりつけ医
療機関等の情報を保管することができる救急医
療情報キットを配布します。 

高齢者支援課 

 

 

【成果目標】 

項目名 
実績 目標 

令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

高齢者等あんしん見守
りネットワーク事業協
力事業社数（社） 

21 22 23 24 

緊急通報装置貸与事業
貸与台数（年度末・台） 

83 87 91 95 
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（５）安心・安全対策の推進 

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して安全に暮らせるよう、市民の防災意識の

高揚に努めるとともに、高齢者等の要支援者に対する支援体制の整備を図ります。また、

交通事故や犯罪の被害者にならないようにするための体制整備や感染症対策を充実しま

す。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 防災知識の普及及
び情報提供 

様々な機会を捉えて防災知識の普及啓発に取り
組み、市民の防災意識の高揚を図ります。 

関係機関と連携を取りながら防災に関する情報
提供に努め、自然災害等が発生した際に適切か
つ迅速に行動できるよう指導します。 

総務課 
高齢者支援課 

② 防犯知識の普及 

高齢者の被害が多い振り込め詐欺等の防犯に関
する情報提供を行い、防犯意識の醸成を図りま
す。 

また、警察署及び防犯協会との連携を図り、地域
ぐるみでの防犯活動を促進します。 

環境生活課 

③ 交通安全対策の充
実 

高齢者を対象とした交通安全教室を開催する
等、交通安全意識の普及啓発に努めます。 

高齢ドライバーの運転免許証の自主返納を推進
するため、市内循環バスの運賃割引等を行いま
す。 

環境生活課 

④ 避難行動要支援者
の把握と対策 

災害が発生したときに備え、自力で避難するこ
とが困難で支援を要する者をあらかじめ把握
し、避難行動要支援者名簿を更新します。 

民生委員・児童委員等の関係団体と連携し、個別
計画を策定し、災害発生時における避難行動支
援及び安否確認並びに避難した後の対応に役立
てます。 

福祉課 
総務課 

高齢者支援課 
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（６）介護家族に対する支援の充実 

ヤングケアラーも含めた家族介護者の身体的・経済的・心理的な負担を軽減するための

支援の充実に取り組みます。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 家族介護教室の開
催 

家族の介護をしている人や介護に関心がある人
に対して、介護に関する知識や技術等を学ぶた
めの家族介護教室を開催します。 

介護者の要望に応えられるよう内容の充実や開
催回数の増加に努めます。 

高齢者支援課 

② 紙おむつの給付 
要介護認定を受けている在宅高齢者に対し、紙
おむつを現物支給することにより、要介護者又
は介護家族の経済的負担の軽減を図ります。 

高齢者支援課 

③ 家族介護慰労金の
支給 

介護保険サービスを利用せずに在宅で要介護者
を介護している家族に対し、精神的及び経済的
負担の軽減を図るため、家族介護慰労金を支給
します。 

高齢者支援課 

④ ヤングケアラーへ
の支援 

地域包括支援センターの総合相談機能の活用や
家族介護者に対する介護教室の実施、認知症カ
フェにおける専門職による介護者への相談支援
等、ヤングケアラーも含めた家族における介護
負担の軽減の取り組みを進めます。 

高齢者支援課 

福祉課 

学校教育課 

 

 

（７）生涯活躍のまちづくりの推進 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 生涯活躍のまちづ
くりの推進     

匝瑳市版生涯活躍のまち形成事業の事業主体で
ある社会福祉法人九十九里ホームが、飯倉駅前
地区に整備した、認定こども園、特別養護老人ホ
ーム、サービス付き高齢者向け住宅、地域交流施
設等を活用することにより、新たな地域の雇用
を創出するとともに、本市と事業主体が連携し
て、都市部の中高年齢者や地域の人々にとって
魅力のある事業や地域のにぎわいを増やすため
の事業を行い、生涯活躍のまちづくりを推進し
ます。   

今後も事業主体や関係団体、地域住民等と連携
し、地域住民等との連携を図ることにより、誰も
が居場所と役割を持ち、交流活躍できるまちづ
くりを目指します。  

企画課 
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４ 介護保険サービスの充実 

（１）介護保険サービス提供基盤の指導 

介護保険サービスの基盤の強化を図るため、広報活動の充実や事業者情報の公表、事故

対応の促進、介護サービス事業所の経営支援等多角的な支援に取り組みます。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 広報の充実 
高齢者やその家族に介護保険制度の内容及び利
用の方法等が十分に理解されるよう、広報の充
実に努めます。 

高齢者支援課 

② サービス提供事業
者情報の公表 

介護保険法による指定を受けた介護サービス事
業所の一覧について、厚生労働省が管理運営し、
事業者の概要や特色、運営状況等が確認できる
「介護サービス情報公表システム」や、千葉県が
管理運営し、千葉県内の同法による指定を受け
た介護サービス事業所を掲載している「ちば福
祉ナビ」を市のホームページから閲覧できるよ
うにします。 

高齢者支援課 

③ 事業者に対する指
導・助言 

介護サービスに関する苦情・通報等については、
適切な状況把握及び分析を行い、必要に応じて
介護サービス事業者に対して指導・助言を行い
ます。 

介護サービス事業者による不正行為を未然に防
止するため、介護サービス事業者に対し、法令等
を遵守するための業務管理体制に関する監督を
行います。 

高齢者支援課 

④ 介護サービス提供
中の事故への適切
な対応の促進 

事故が発生した場合は、事業所から事故の概要
や、事故に対する対応、再発防止に向けての今後
の取組等について報告を求め、事故の再発防止
につなげます。 

高齢者支援課 

⑤ 立入調査権の効果
的な行使 

地域密着型サービス事業所や、居宅介護支援事
業所を中心に、制度改正等に関する説明を行う
「集団指導」を実施します。 

サービスの取扱い及び介護報酬請求等に関する
ことについて事業所及び従事者に対し周知を行
う「実地指導」を計画的に実施するとともに、必
要に応じて「監査」を実施します。 

高齢者支援課 

⑥ 介護保険施設等の
活用 

既存の介護保険施設及び開設予定の施設を活用
することにより、必要なサービス提供に努めま
す。 

高齢者支援課 

⑦ 介護保険法以外の
高齢者施設の設置 

自立して生活することに不安がある、あるいは
要介護度が低い高齢者向けの施設に次表のもの
があります。 

高齢者施設を主管する県と情報共有を行い、施
設の適切な設置に努めます。 

都市整備課 

高齢者支援課 
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【成果目標】 

項目名 
令和５年度 令和６～８年度目標 

設置数 定員数合計 設置数 定員数合計 

有料老人ホーム ０か所 － ０か所 － 

軽費老人ホーム １か所 50 人 １か所 50 人 

サービス付き高齢者向
け住宅 

３か所 71 人 ３か所 71 人 

養護老人ホーム １か所 50 人 １か所 50 人 

 

 

（２）介護支援専門員へのサポートの充実 

介護支援専門員の支援の強化に向けて、資質向上の研究や研修支援及び困難事例への対

応等の支援を行うとともに、介護サービス事業者におけるハラスメント対策も推進しま

す。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 介護支援専門員の
資質向上 

居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員と協
働し、適切なケアマネジメントに資する研究や
研修を支援します。 

高齢者支援課 

② 介護支援専門員に
対する相談・支援 

個々の介護支援専門員が抱える困難事例への対
応として、地域ケア会議の開催支援、サービス担
当者会議の開催支援等を行います。 

市内居宅介護支援事業所巡回訪問を実施し、相
談・支援を行います。 

高齢者支援課 

③ ハラスメント対策
の推進 

令和３年度介護報酬改定において、全ての介護
サービス事業者に、ハラスメント対策として必
要な措置を講ずることが義務づけられたことを
踏まえ、介護サービス事業所に対するマニュア
ルの周知等、職場環境・労働環境の改善を支援し
ます。 

高齢者支援課 
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（３）介護人材の育成・確保 

介護事業の担い手となる人材を今後も安定して確保していくため、地域包括ケアシステム

を支える人材の確保及び資質の向上に資する支援を行うほか、業務の効率化や、やりがいを

もって働き続けられる環境づくり等、福祉介護の環境整備に取り組む事業者の支援を推進し

ます。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 事業者間の情報交
換や研修等開催の
充実 

千葉県福祉人材確保・定着海匝地域推進協議会
を通して、県や関係機関と連携しながら介護の
仕事の紹介や講演会等を実施し、介護人材の確
保及び定着を図ります。 

高齢者支援課 

② 新たな人材の確保 

介護職員初任者研修及び介護福祉士実務者研修
の受講費用助成や、介護事業者の人材確保対策
への支援を行います。また、県と連携し、外国人
介護人材に係る交流会や説明会等を活用するこ
とで、新たな人材の就業を促進します。 

高齢者支援課 

③ 介護サービス事業
者の雇用支援 

匝瑳市雇用促進協議会と連携して合同就職説明
会及び面接会を開催する等、介護職の雇用機会
の確保を図ります。 

商工観光課 

④ 介護現場における
負担軽減・生産性向
上のための業務改
善の推進 

介護ロボット導入に係る国・県の補助金につい
て、介護事業者へ情報提供を行い、介護事業所に
おける介護ロボット導入を支援します。 

高齢者支援課 

 

 

（４）低所得者への負担軽減 

低所得者への適正な減免・軽減制度の実施のほか、費用負担の公平化への住民の理解の

促進を行います。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 低所得者の保険料
軽減 

介護サービス給付費や地域支援事業費の財源で
ある 50％の公費負担分に加えて別枠で公費を投
入し、低所得者の保険料の軽減を図ります。 

高齢者支援課 

市民課 

② 社会福祉法人によ
る介護保険サービ
ス利用者負担額軽
減事業 

社会福祉法人が、介護保険サービス利用者負担
額軽減の際に負担した費用について助成を行い
ます。 

高齢者支援課 
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（５）介護給付等費用の適正化 

介護給付等において、定期的に進捗状況の把握と評価を行い、介護給付等に要する費用

の適正化を図ることにより、持続可能な制度の運営に努めます。 

 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当課 

① 要介護認定の適正
化 

市職員が認定調査の内容について全件点検を行
います。 

匝瑳市介護認定審査会の合議体間における一次
判定から二次判定への軽重度変更率の差等の分
析を行い、分析結果を匝瑳市介護認定審査会委
員へ情報提供することで合議体における審査基
準の平準化を図ります。 

高齢者支援課 

② ケアプランの点検
等 

居宅介護支援事業所に対する介護給付費適正化
ソフトのヒアリングシートを利用して、居宅介
護支援事業所に対するケアプラン確認を行いま
す。 

住宅改修及び福祉用具購入・貸与において、申請
書等による書類審査に加え、書類での確認が困
難な事例については状況等を確認するために訪
問調査等を行い、利用者の状態にそぐわない住
宅改修等が行われないよう点検し、給付の適正
化を図ります。 

利用者にサービス実績を通知し、実際に利用し
たサービスとの整合性を確認してもらうこと
で、事業者による不正請求の防止及び過剰なサ
ービスの抑制を図ります。 

高齢者支援課 

③ 医療情報との突合・
縦覧点検 

千葉県国民健康保険団体連合会の審査情報をも
とに、重複請求等を点検し、誤った請求を是正し
ます。 

高齢者支援課 

 

【成果目標】 

項目名 

実績 目標 

令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

認定調査内容の点検
（％） 

100 100 100 100 

ケアプランの点検
（回） 

３ ４ ４ ４ 

住宅改修等の点検
（件） 

４ ４ ４ ４ 

縦覧点検・医療情報
との突合（回） 

12 12 12 12 

介護給付費通知 

（回） 
２ ２ ２ ２ 
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第 章    介護保険事業の推進 

 

 

１ 推計の手順 

（１）地域包括ケア「見える化」システムによる将来推計 

第９期計画（令和６年度～令和８年度）、令和12年度（2030年度）及び令和27年（2045年

度）の介護保険サービス量は、「地域包括ケア「見える化」システム」を用いて、次のよう

なステップを経て算出、検討を加え確定しました。 

 

サービス見込量の推計手順 

 

 

 

人口•被保険者数の推計 

 

住民基本台帳を基に、コーホート変化率法（同じ年に生まれた人々

の動向から変化率を求め、その結果に基づき将来人口を推計する方

法）により人口及び被保険者数の将来推計を行いました。 

 

 

  

 

 

要支援•要介護認定者数の推

計 

 

令和３年（2021 年）から令和５年（2023 年）までの各年９月末の要

支援•要介護認定者数の実績及び被保険者数の推計結果を基に、第９

期計画（令和６年度～令和８年度）、令和 12 年度（2030 年度）及び

令和 27 年度（2045 年度）の認定者数を推計しました。 

 

 

  

 

 

 

各サービス見込量の算出 

 

各サービスの令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）

（見込）までの利用人数•利用回（日）数の実績、要支援•要介護認

定者数の推計結果等を基に、市の施策反映等も考慮した上で、第９

期計画（令和６年度～令和８年度）、令和 12 年度（2030 年度）及び

令和 27 年度（2045 年度）のサービス見込量を算出しました。 
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（２）被保険者数の推計 

本市の第９期計画及び中長期の被保険者数の推計は次の通りです。 

中長期の推計値については、本計画策定時の参考値とし、次期計画の策定時等に改めて

本市の現状に基づく将来推計を行うものとします。 
 

被保険者数の推計 

単位：人 

 実績 第９期計画 中長期 

令和５ 
年度 

令和６ 
年度 

令和７ 
年度 

令和８ 
年度 

令和12 
年度 

令和17 
年度 

令和22 
年度 

令和27 
年度 

総人口 33,920 33,340 32,763 32,182 29,816 26,793 23,739 20,845 

 第１号 
被保険者 

12,364 12,346 12,308 12,267 11,933 11,278 10,844 10,114 

 65～74 歳 5,719 5,468 5,266 5,087 4,676 4,253 4,327 4,179 

75～84 歳 4,283 4,526 4,677 4,828 4,930 4,232 3,777 3,428 

85 歳以上 2,362 2,352 2,365 2,352 2,327 2,793 2,740 2,507 

第２号 
被保険者 

11,491 11,314 11,146 10,925 10,110 9,012 7,500 6,277 

高齢化率（％） 36.5 37.0 37.6 38.1 40.0 42.1 45.7 48.5 

 

（３）要支援•要介護認定者数の推計 

本市の第９期計画及び中長期の要支援•要介護認定者数の推計は次の通りです。 

被保険者数の推計と同様に、中長期の推計値については、本計画策定時の参考値とし、

次期計画の策定時等に改めて本市の現状に基づく将来推計を行うものとします。 

 

要支援・要介護認定者数の推計 

単位：人 

 実績 第９期計画 中長期 

令和５ 
年度 

令和６ 
年度 

令和７ 
年度 

令和８ 
年度 

令和12 
年度 

令和17 
年度 

令和22 
年度 

令和27 
年度 

要支援１ 359  359  355  351  367  371  354  325  

要支援２ 230  242  242  242  249  248  234  213  

要介護１ 469  470  479  477  491  518  506  469  

要介護２ 322  334  336  335  342  357  351  324  

要介護３ 294  291  291  288  293  303  308  289  

要介護４ 330  329  326  322  331  336  337  313  

要介護５ 206  199  197  194  198  204  202  187  

合 計 2,210  2,224  2,226  2,209  2,271  2,337  2,292  2,120  
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２ 介護サービス給付の推移と見込み 

（１）介護保険で利用できるサービス 

 

サービス名 
予防給付 介護給付 

要支援１・２ 要介護１～５ 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

(1) 訪問介護  ○ 

(2) 訪問入浴介護 ○ ○ 

(3) 訪問看護 ○ ○ 

(4) 訪問リハビリテーション ○ ○ 

(5) 居宅療養管理指導 ○ ○ 

(6) 通所介護  ○ 

(7) 通所リハビリテーション ○ ○ 

(8) 短期入所生活介護 ○ ○ 

(9) 短期入所療養介護 ○ ○ 

(10) 特定施設入居者生活介護 ○ ○ 

(11) 福祉用具貸与 ○ ○ 

(12) 特定福祉用具販売 ○ ○ 

(13) 住宅改修 ○ ○ 

(14) 介護予防支援・居宅介護支援 ○ ○ 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

(15) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  ○ 

(16) 夜間対応型訪問介護  ○ 

(17) 小規模多機能型居宅介護 ○ ○ 

(18) 認知症対応型通所介護 ○ ○ 

(19) 認知症対応型共同生活介護 ○ ○ 

(20) 地域密着型特定施設入居者生活介護  ○ 

(21) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  ○ 

(22) 看護小規模多機能型居宅介護  ○ 

(23) 地域密着型通所介護  ○ 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

(24) 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）  ○ 

(25) 介護老人保健施設  ○ 

(26) 介護療養型医療施設  ○ 

(27) 介護医療院  ○ 
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（２）居宅サービスの実績と見込み 

① 訪問介護 

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯等の生活

援助を行います。通院等を目的とした乗降介助も利用できます。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

介護給付 
回／月 6,747  7,280  6,824  6,377  6,321  6,226  6,562  6,745  

人／月 301  303  280  279  279  276  288  297  

 

 

 

② 訪問入浴介護 

介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 
回／月 8  9  9  8  8  8  8  8  

人／月 2  1  1  1  1  1  1  1  

介護給付 
回／月 194  194  225  253  253  247  257  263  

人／月 49  44  48  49  49  48  50  51  
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③ 訪問看護 

疾患等を抱えている人について、看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補

助を行います。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 
回／月 80  111  122  96  96  96  96  96  

人／月 11  18  23  20  20  20  20  20  

介護給付 
回／月 926  1,003  1,068  1,172  1,172  1,161  1,206  1,228  

人／月 119  113  116  121  121  120  125  127  

 

 

 

④ 訪問リハビリテーション 

心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が訪問によるリハビリテーションを行います。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 
回／月 0 0 0 0 0 0 0 0 

人／月 0 0 0 0 0 0 0 0 

介護給付 
回／月 18 22 16 12 12 12 12 12 

人／月 1 2 1 1 1 1 1 1 
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⑤ 居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行いま

す。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 人／月 12  10  9  12  12  12  8  8  

介護給付 人／月 141  150  163  171  173  170  169  173  

 

⑥ 通所介護（デイサービス） 

通所介護施設で、食事入浴等の日常生活上の支援や生活機能向上のための支援を日帰り

で行います。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

介護給付 
回／月 2,996  2,794  2,809  2,509  2,509  2,495  2,570  2,624  

人／月 348  329  320  325  325  323  333  340  

 

⑦ 通所リハビリテーション（デイケア） 

介護老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴等の日常生活上の支援や生活機能向上の

ためのリハビリテーションを日帰りで行います。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 人／月 9 9 11 9 9 9 9 9 

介護給付 
回／月 878  834  854  800 807  800  820  834  

人／月 128  125  119  120  121  120  123  125  
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⑧ 短期入所生活介護（ショートステイ） 

介護老人福祉施設等が短期間の入所を受け入れ、食事、入浴等の日常生活上の支援や機

能訓練等を提供します。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 
日／月 2  8  15  32  32  32  32  32  

人／月 1  2  3  5  5  5  5  5  

介護給付 
日／月 1,071  906  1,056  1,045  1,052 1,037 1,093  1,134  

人／月 112  108  124  134  135  133  140  145  

 

⑨ 短期入所療養介護（ショートステイ） 

介護老人保健施設や医療施設等が短期間の入所を受け入れ、日常生活上の支援や機能訓

練、医療的観点から見た治療や療養、看護等を提供します。 

 

実績値と計画値【介護老人保健施設】 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 
日／月 0 0 0 0 0 0 0 0 

人／月 0 0 0 0 0 0 0 0 

介護給付 
日／月 167  168  121  113  113  113  113  113  

人／月 31  25  20  17  17  17  17  17  

 

実績値と計画値【医療施設等】 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 
日／月 0 0 0 0 0 0 0 0 

人／月 0 0 0 0 0 0 0 0 

介護給付 
日／月 0 0 0 0 0 0 0 0 

人／月 0 0 0 0 0 0 0 0 
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⑩ 特定施設入居者生活介護 

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、食事、入浴等の日常生活上の支援や機能訓

練等を提供します。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 人／月 0 0 0 0 0 0 0 0 

介護給付 人／月 16  15  16  15  15  15  15  15  

 

⑪ 福祉用具貸与 

日常生活の自立を助ける福祉用具を選ぶための援助•取り付け•調整等を行い、福祉用具

を貸与します。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 人／月 152  166  195  196  197  195  201  191  

介護給付 人／月 583  586  575  591  593  587  603  615  

 

⑫ 特定福祉用具販売〈福祉用具購入費の支給〉 

入浴や排泄等に使用する福祉用具を購入した場合に、10万円（保険給付は９万円）を上

限額として福祉用具購入費を支給します（申請が必要です。）。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 人／月 3  3  3  4  4  4  4  4  

介護給付 人／月 12  12  15  14  14  14  14  14  
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⑬ 住宅改修 

手すりの取り付けや段差解消等の住宅改修をした場合に、20万円（保険給付は18万円）

を上限額として住宅改修費を支給します（申請が必要です。）。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 人／月 3  2  6  4  4  4  4  4  

介護給付 人／月 7  6  4  7  7  7  7  7  

 

 

⑭ 介護予防支援•居宅介護支援 

居宅サービスを適切に利用できるようにケアプランの作成と調整、事業所等と連絡を行

う等の支援を行います。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 人／月 161  181  213  214  215  214  220  209  

介護給付 人／月 879  864  826  864  865  857  879  898  
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（３）地域密着型サービスの実績と見込み 

 

① 定期巡回•随時対応型訪問介護看護 

日中•夜間を通じて定期的な巡回や随時の通報により居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等

の介護や看護を行います。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

介護給付 人／月 1  4  13  4  4  4  4  4  

 

② 夜間対応型訪問介護 

夜間帯に、定期的な巡回や随時の対応による訪問介護を行います。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

介護給付 人／月 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

③ 小規模多機能型居宅介護 

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせ、１つ

の事業所で多機能な介護（介護予防）サービスを提供します。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 人／月 9  10  8  8  8  8  8  8  

介護給付 人／月 10  10  9  10  10  10  10  10  
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④ 認知症対応型通所介護 

認知症の高齢者を対象に、デイサービスを行う施設等で、日常生活上の世話や機能訓練

等の介護（介護予防）サービスを提供します。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 
回／月 0  4  0  32  32  32  32  32  

人／月 0  1 0  4  4  4  4  4  

介護給付 
回／月 318  294  253  194  194  194  194  194  

人／月 34  30  23  19  19  19  19  19  

 

⑤ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

認知症の高齢者を対象に、共同生活する住居で、日常生活上の世話や機能訓練等の介護

（介護予防）サービスを提供します。 【市内施設における定員数 72人】 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

予防給付 人／月 0 0 0 0 0 0 0 0 

介護給付 人／月 61  63  65  66  66  66  68  70  

 

⑥ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

有料老人ホーム等の特定施設のうち、入居定員が29人以下の小規模な介護専用型特定施

設に入居する人に、日常生活上の世話や機能訓練等の介護サービスを提供します。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

介護給付 人／月 0 1 0 0 0 0 0 0 
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⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

入所定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する人に、日常生活上の世話や

機能訓練等の介護サービスを提供します。【市内施設における定員数 29人】 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

介護給付 人／月 53  55  36  29  29  29  29  29  

 

 

⑧ 看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、介護と看護の一体的サービ

スの提供を受けることができます。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

介護給付 人／月 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

⑨ 地域密着型通所介護 

入所定員が18人以下の小規模な通所介護施設で食事、入浴等の日常生活上の支援や生活

機能向上のための支援を日帰りで行います。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

介護給付 
回／月 1,454  1,525  1,602  1,710  1,702  1,693  1,736  1,779  

人／月 174  184  183  197  196  195  200  205  
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（４）施設サービスの実績と見込み 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

常に介護が必要で居宅での生活が困難な方の入所を受け入れ、日常生活上の支援や機能

訓練、療養上の世話等を提供します。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

介護給付 人／月 326  343  343  356  357  358  359  359  

 

② 介護老人保健施設（老人保健施設） 

在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、リハビリテーションを中心としたケアを

行います。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

介護給付 人／月 128  127  135  133  133  133  136  138  

 

③ 介護医療院 

日常的な医学管理や看取り•ターミナルケア等の医療機能と生活施設としての機能を兼ね

備えた施設において、医療と介護を一体的に提供します。 

 

実績値と計画値 

年度 

区分 

実績値 

（令和５年度は見込値） 
計画値 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和22 

介護給付 人／月 4 3 3 3 3 3 3 3 
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３ 地域支援事業の事業内容 

本市では、地域支援事業として次の事業を実施します。 

 

区分 事業名 

介護予防・日常生活支援総合 

事業 

介護予防・生活支援サービス事業 

 第１号訪問事業 

第１号通所事業 

第１号生活支援事業 

介護予防ケアマネジメント事業 

高額介護予防サービス費相当事業 

高額医療合算介護予防サービス費相当事業 

一般介護予防事業 

 介護予防普及啓発事業 

地域介護予防活動支援事業 

地域リハビリテーション活動支援事業 

その他諸費 

 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 

包括的支援事業 

地域包括支援センター運営事業 

総合相談事業 

権利擁護事業 

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

在宅医療・介護連携推進事業 

生活支援体制整備事業 

認知症施策推進事業 

地域ケア会議推進事業 

任意事業 

紙おむつ給付事業 

認知症見守りネットワーク事業 

介護給付等費用適正化事業 

家族介護教室事業 

家族介護慰労金支給事業 

住宅改修支援事業 
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４ 第９期計画の介護事業費の見込みと保険料 

（１）標準給付費見込額 

サービス給付費、特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付額、高

額医療合算介護サービス費等給付額、算定対象審査支払手数料を推計し、第９期計画の「標

準給付費見込額」を算出すると次のとおりです。 

なお、特定入所者介護サービス費等給付額と高額介護サービス費等給付額については、介

護保険制度改正による影響額を考慮したものとなっています。 

 

単位：円 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 

 総給付費 3,255,611,000 3,262,050,000 3,252,159,000 9,769,820,000 

  在宅サービス 1,345,917,000 1,346,707,000 1,333,586,000 4,026,210,000 

  居住系サービス 238,697,000 239,000,000 239,000,000 716,697,000 

  施設サービス 1,670,997,000 1,676,343,000 1,679,573,000 5,026,913,000 

 
特定入所者介護サービス費等
給付額 

154,968,405  155,372,322  154,541,085  464,881,812 

 高額介護サービス費等給付額 78,726,001  78,941,459  78,519,123  236,186,583 

 
高額医療合算介護サービス費
等給付額 

8,098,635  8,109,481  8,066,096  24,274,212 

 算定対象審査支払手数料 2,409,300  2,412,550  2,399,600  7,221,450 

標準給付費見込額 3,499,813,341 3,506,885,812 3,495,684,904 10,502,384,057 
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（２）地域支援事業費見込額 

地域支援事業費の見込額は次のとおりです。 

 

単位：円 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 

 介護予防・日常生活支援総合事業費 93,463,768  94,546,624  95,527,540  283,537,932 

 
包括的支援事業（地域包括支援センタ

ーの運営）及び任意事業費 
55,303,000  55,303,000  55,303,000  165,909,000 

 包括的支援事業（社会保障充実分） 9,179,000  9,179,000  9,179,000  27,537,000 

地域支援事業費 157,945,768  159,028,624  160,009,540  476,983,932 

 

 

（３）第１号被保険者の保険料 

ア 第１号被保険者保険料基準額の算定 

第１号被保険者の保険料基準額は、令和６年度から令和８年度までの３か年における標準

給付費見込額（約105億238万円）と地域支援事業費見込額（約4億7,698万円）の合計額の一定

割合（23％）を、所得段階別負担割合で調整した令和６年度から令和８年度までの第１号被

保険者延べ人数で除して求められる額を基本とし、国からの調整交付金交付率や保険料収納

率を考慮して算定しました。 

 

■標準給付費等の基本的財源比率 

 

 

 

 

 

  

市町村 

負担 

都道府県 

負担 
国負担 

調整 

交付金 

第１号被保険者の 

保険料 

第２号被保険者の 

保険料 

12.5％ 12.5％ 20％ 5％ 23％ 27％ 
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イ 第１号被保険者の保険料段階の設定 

第１号被保険者保険料基準額を設定するに当たり、本市では、所得段階の多段階化として、

第５期計画から11段階設定を行ってきました。第９期計画においては、国の基準と同様の13

段階設定とします。 

 

■本市における基準所得金額の変更 

第８期計画  第９期計画 

所得段階  所得段階 対 象 者 
基準額に 

対する割合 

第６段階 
 

第６段階 

本人が 
市民税課税 

前年の合計所得金額が 
120 万円未満の方 

×1.2 

第７段階 
 

第７段階 
前年の合計所得金額が 
120 万円以上 210 万円未満の方 

×1.3 

第８段階 
 

第８段階 
前年の合計所得金額が 
210 万円以上 320 万円未満の方 

×1.5 

第９段階 

 

第９段階 
前年の合計所得金額が 
320 万円以上 420 万円未満の方 

×1.7 

第 10 段階 
前年の合計所得金額が 
420 万円以上 520 万円未満の方 

×1.9 

第 11 段階 
前年の合計所得金額が 
520 万円以上 620 万円未満の方 

×2.1 

第 10 段階 

 

第 12 段階 
前年の合計所得金額が 
620 万円以上 720 万円未満の方 

×2.3 

第 13 段階 
前年の合計所得金額が 720 万
円以上の方 

×2.4 
第 11 段階  

※第８期計画と第９期計画を結んでいる線は対象者のおおむねの所得区分となっています。 

 また、  は第９期計画からの変更箇所になっています。 

 

ウ 所得段階別加入割合 

第９期計画中の第１号被保険者保険料基準額を算定する際に必要となる、所得段階別の加

入者割合は、令和５年４月１日現在の所得段階別の被保険者数を基準に算定しました。  

所得段階別加入割合補正後の第１号被保険者数は36,723人（３か年延べ人数）と見込まれ

ました。 
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（４）第９期計画における第１号被保険者の保険料算出の流れ 

① 保険給付費見込額 10,502,384,057 円 

② 地域支援事業費見込額 476,983,932 円 

③ 第１号被保険者負担分の対象額（総給付費）【①＋②】 10,979,367,989 円 

④ 第１号被保険者負担分の相当額【③×23%】 2,525,254,637 円 

⑤ 調整交付金の相当額【①×約 5％】 539,296,099 円 

⑥ 調整交付金の見込額【①×約 5％】 539,306,000 円 

⑦ 保険料の収納必要額【④＋⑤－⑥】 2,525,244,736 円 

⑧ 基準額に対する割合で補正した第１号被保険者数 36,723 人 

【基金の取り崩しがない保険料基準額】 

⑨ 保険料基準年額【⑦÷予定保険料収納率 98.0％÷⑧】 70,168 円 

【基金の取り崩しによる保険料基準額】 

⑩ 介護給付費準備基金の取崩額 150,000,000 円 

⑪ 保険料の収納必要額【⑦－⑩】 2,375,244,736 円 

⑫ 保険料基準年額【⑪÷予定保険料収納率 98.0％÷⑧】 66,000 円 

 

ア 保険料の試算（調整前） 

前述した保険料算出方法に、国からの調整交付金交付率や保険料収納率を調整して算出さ

れる第９期計画の保険料基準額（月額）は、5,847円になり、第８期計画の保険料基準額5,400

円より447円上昇することになります。 

 

イ 介護給付費準備基金の活用 

介護給付費準備基金は、各年度の第１号被保険者保険料の余剰金を積み立てておき、保険

給付費等に要する費用に不足が生じたときに活用するものです。令和５年度末の積立額は約

３億8,400万円が見込まれます。 

第９期計画の保険給付費の増加や保険料改定による第１号被保険者の負担増を軽減し、介

護保険財政の均衡を保つために、このうち１億5,000万円を取り崩し、第９期計画の保険料

を引き下げるために活用すると、347円（月額）の抑制効果があります。  
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ウ 第１号被保険者保険料（調整後） 

アの保険料基準額5,847円からイの基金を活用することにより、最終的な保険料基準額は、

5,500円（月額）となります。 

それぞれの保険料率により各所得段階別の保険料額は、次頁の表のとおりとなります。 

 

■第９期計画の保険料基準額 

 

 

 

 

 

■介護保険料の推移 

 期  間 基準月額 

第３期 平成 18 年度（2006 年度）～ 平成 20 年度（2008 年度） 3,000 円 

第４期 平成 21 年度（2009 年度）～ 平成 23 年度（2011 年度） 3,353 円 

第５期 平成 24 年度（2012 年度）～ 平成 26 年度（2014 年度） 4,100 円 

第６期 平成 27 年度（2015 年度）～ 平成 29 年度（2017 年度） 4,600 円 

第７期 平成 30 年度（2018 年度）～ 令和 2 年度（2020 年度） 5,100 円 

第８期 令和 3 年度（2021 年度）～ 令和 5 年度（2023 年度） 5,400 円 

第９期 令和 6 年度（2024 年度）～ 令和 8 年度（2026 年度） 5,500 円 

  

第８期計画期間 

（令和３年度～令和５年度） 

5,400 円 

第９期計画期間 

（令和６年度～令和８年度） 

5,500 円 
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■所得段階別負担割合と保険料額 

所得段階 対 象 者 保険料月額 保険料年額 

第１段階 

基準額×0.285 

生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者
で、世帯全員が市民税非課税の人 

1,568 円 18,810 円 

世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入
額と合計所得金額の合計額が 80 万円以下
の人 

1,568 円 18,810 円 

第２段階 

基準額×0.485 

世帯全員が市民税非課税で、第１段階に該
当せず、課税年金収入額と合計所得金額の
合計額が 120 万円以下の人 

2,668 円 32,010 円 

第３段階 

基準額×0.685 

世帯全員が市民税非課税で、第１・２段階
に該当せず、課税年金収入額と合計所得金
額の合計額が 120 万円を超える人 

3,768 円 45,210 円 

第４段階 

基準額×0.90 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、
本人非課税で、前年の課税年金収入額と合
計所得金額の合計額が 80 万円以下の人 

4,950 円 59,400 円 

第５段階 

基準額 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、
本人非課税で、前年の課税年金収入額と合
計所得金額の合計額が 80 万円を超える人 

5,500 円 66,000 円 

第６段階 

基準額×1.2 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額
が 120 万円未満の人 

6,600 円 79,200 円 

第７段階 

基準額×1.3 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額
が 120 万円以上 210 万円未満の人 

7,150 円 85,800 円 

第８段階 

基準額×1.5 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額
が 210 万円以上 320 万円未満の人 

8,250 円 99,000 円 

第９段階 

基準額×1.7 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額
が 320 万円以上 420 万円未満の人 

9,350 円 112,200 円 

第 10 段階 

基準額×1.9 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額
が 420 万円以上 520 万円未満の人 

10,450 円 125,400 円 

第 11 段階 

基準額×2.1 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額
が 520 万円以上 620 万円未満の人 

11,550 円 138,600 円 

第 12 段階 

基準額×2.3 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額
が 620 万円以上 720 万円未満の人 

12,650 円 151,800 円 

第 13 段階 

基準額×2.4 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額
が 720 万円以上の人 

13,200 円 158,400 円 
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第 章    計画の推進 

 

１ 計画の推進体制 

（１）計画の点検・評価 

本計画の進行管理にあたっては、自己評価を行うとともに、「匝瑳市介護保険運営協議

会」において、計画の進捗状況を定期的に点検及び評価し、計画の推進に際しての課題の

抽出とその対応策の検討を行います。 

また、介護予防・日常生活支援総合事業の進捗状況や事業内容等については、自己評価

を行うとともに、「匝瑳市地域包括支援センター運営協議会」において、点検及び評価を行

います。 

介護保険の運営状況については、市のホームページや広報そうさ等で広く市民にお知ら

せしていきます。 

 

（２）関係機関等との連携 

本計画及び関連する個別計画の進行管理については、庁内関係課との連携により、現況

調査を実施し、計画の進捗状況と改善点を把握します。 

また、外部の関係機関の協力を仰ぎ、進捗状況の確認とともに制度改正や時代潮流に伴

う新たな課題の共有化を図る等、本計画の着実な推進に向けた幅広い協力体制の構築に努

めます。 

 

（３）地域との連携 

市民が福祉サービスの利用者としてだけでなく、福祉の担い手として主体的に活動する

地域づくりを目指して、地域活動や住民ボランティアとの連携を一層強化し、各地区の意

見や実情を十分に反映させた施策推進を図ります。 
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（４）保険者機能強化推進交付金等の活用 

平成30年度（2018年度）から、市町村や都道府県の様々な取組の達成状況を評価できる

よう客観的な指標を設定し、市町村や都道府県の高齢者の自立支援、重度化防止等に関す

る取組を推進するための保険者機能強化推進交付金が創設されました。 

また、令和２年度（2020年度）には、保険者による介護予防及び重度化防止に関する取

組について更なる推進を図るため、新たな予防・健康づくりに資する取組に重点化した介

護保険保険者努力支援交付金が創設されました。 

本市では、これらの交付金を活用して、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた取組

を推進するとともに、新たな事業展開を含めて、各種取組の一層の強化を図ります。 

また、県の支援や助言を得ながら、交付金の評価結果を活用して、本市の実情及び地域

課題を分析するとともに、高齢者の自立支援及び重度化防止に向けた必要な取組を推進し

ます。 
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 資料編 

 

１ 策定の経過 

 

日時 概 要 

令和４年９月～令和５年３月 在宅介護実態調査実施 

令和５年２月～同３月 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査実施 

令和５年２月 24 日 
令和４年度 第２回 匝瑳市介護保険運営協議会  

第２回 匝瑳市地域包括支援センター運営協議会 

令和５年３月～同４月 介護サービス提供事業者調査実施 

令和５年７月 28 日 
令和５年度 第１回 匝瑳市介護保険運営協議会  

第１回 匝瑳市地域包括支援センター運営協議会 

令和５年 10 月 27 日 令和５年度 第２回 匝瑳市介護保険運営協議会  

令和５年 12 月 22 日 
令和５年度 第３回 匝瑳市介護保険運営協議会  

第２回 匝瑳市地域包括支援センター運営協議会 

令和６年１月５日 
～同２月５日 

パブリックコメント実施 

令和６年２月 22 日 
令和５年度 第４回 匝瑳市介護保険運営協議会  

第３回 匝瑳市地域包括支援センター運営協議会 
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２ 匝瑳市介護保険運営協議会委員 

○匝瑳市介護保険条例（抜粋） 

（運営協議会の設置） 

第１１条 法第１１７条の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項その他高齢者の保健福

祉に関する重要事項を調査審議するため、匝瑳市介護保険運営協議会（以下「運営協議会」という。）を設

置する。 

２ 運営協議会は、必要があるときは、介護保険事業の運営又は高齢者の保健福祉に関して意見を述べるこ

とができる。 

（運営協議会の組織） 

第１２条 運営協議会は、委員１６人をもって組織する。 

（運営協議会の委員） 

第１３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 介護保険被保険者 

（２） 介護認定審査会委員 

（３） 介護保険施設事業者 

（４） 居宅介護サービス事業者 

（５） 居宅介護支援事業者 

（６） 保健、医療又は福祉に関する学識経験者 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充された委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

５ 第２項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により、市長が委嘱した委員の任期は、当該特定の地位

又は職にある期間とする。 

（会長等） 

第１４条 運営協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す

る。 

（会議） 

第１５条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（庶務） 

第１６条 運営協議会の庶務は、高齢者支援課において処理する。 
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○匝瑳市介護保険運営協議会委員名簿 

No. 団体名（事業所名）等 役職名等 氏 名 

１ 
社会福祉法人  
匝瑳市社会福祉協議会 

会長 平山  新治 

２ 匝瑳市民生委員児童委員協議会 理事 大関  典夫 

３ 匝瑳市区長会 監事 五木田 善孝 

４ 匝瑳市身体障害者福祉会 会長 熊 切  茂 

５ 匝瑳市ボランティア連絡協議会 副会長 鈴木  幸一 

６ 匝瑳市シニアクラブ連合会 副会長 塚本  繁雄 

７ 匝瑳市保健推進員会 副会長 椎名  房子 

８ 匝瑳市介護認定審査会 副会長 平 野  茂 

９ 
社会福祉法人 昇陽会 
（特別養護老人ホーム花園） 

施設長 佐々木 寛子 

10 
社会福祉法人 九十九里ホーム 
（飯倉駅前特別養護老人ホーム 
シオン） 

施設長 江波戸 美代 

11 
社会福祉法人 滋生福祉会 
（特別養護老人ホーム太陽の家） 

施設長 守  一 浩 

12 
匝瑳市介護保険事業者連絡会居宅
部会 

介護支援 
専門員 

川 名  綾 

13 一般社団法人 旭匝瑳医師会 会長 福島  俊之 

14 
一般社団法人  
香取匝瑳歯科医師会 

会員 澁谷  晴夫 

15 一般社団法人 旭匝瑳薬剤師会 理事 小関  敬人 

16 国保匝瑳市民病院 副看護部長 英  香代子 

     ※団体名等は委嘱時点の所属にて記載 

 

 

 

  



 

 
93 

 

 

３ 用語解説 

 

ア行 

 

アセスメント 

利用者を取り巻く環境等の評価を通じて利用者が生活の質を維持・向上させていく上で生じ

ている問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決

すべき課題を把握し分析すること。 

 

一般介護予防事業 

介護予防・日常生活支援総合事業のうち、第１号被保険者のすべての者及びその支援のため

の活動に関わる者を対象とした事業。 

高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、参加者や通いの場が継続的に拡

大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーション専門職

等を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても、生きがい・役割を持

って生活できる地域の実現を目指す。 

 

ＮＰＯ 

「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会

貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称。 

 

カ行 

 

介護医療院 

日常的な医学管理や看取り・ターミナルケア等の医療機能と生活施設としての機能を兼ね備

えた介護保険施設。病院又は診療所から介護医療院に転換した場合には、転換前の病院又は

診療所の名称を引き続き使用できる。 

 

介護給付 

要介護認定を受けた被保険者が利用したサービスに対する保険給付。 
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介護サービス情報公表システム 

利用者が適切に介護サービスを選択することができるよう、24時間365日、誰でも情報を入

手することができるシステム。介護サービス情報は、職員体制、利用料金、サービス提供時

間等事業者が自ら記入する｢基本情報｣と、調査員が事業所を訪問してサービスに関するマニ

ュアルの有無、提供内容・時間の記録等事実かどうかを客観的に調査する｢運営情報｣とで構

成される。 

 

介護支援専門員 

介護保険制度で、要介護認定者又は要支援認定者からの相談に応じるとともに、要介護認定

者等がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市町村、サービス事業者、

施設等との連絡調整等を行う人のこと。 

 

介護予防・生活支援サービス事業 

介護予防・日常生活支援総合事業のうち、要支援認定を受けた者及び基本チェックリスト該

当者を対象とした事業。 

要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するため、訪問介護等のサービスに加え、住民

主体の支援も含め、多様なサービスを制度（総合事業）の対象として支援する。 

 

介護予防・日常生活支援総合事業 

市町村の主体性を重視し、地域支援事業において、多様なマンパワーや社会資源の活用等を

図りながら、介護予防や配食・見守り等の生活支援サービス等を、市町村の判断・創意工夫

により、総合的に提供することができる事業。「介護予防・生活支援サービス事業」と「一

般介護予防事業」から構成される。 

 

緊急通報装置 

急病等の緊急事態が起こった際に、ボタンを押すだけでコールセンターへ通報できる装置の

こと。状況に応じて、あらかじめ登録した協力員に異常を知らせたり、消防に救急要請を行

ったりする。 

 

ケアプラン 

介護支援専門員が利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者

の家族の希望及び地域のサービス提供体制を踏まえて、解決すべき課題に対応するための最

も適切なサービスの組合せ等について記載したサービス計画書。 
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ケアマネジメント 

生活困難な状態になり援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に、必要とされるすべて

の保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助展開の方法。

利用者と社会資源の結び付けや、関係機関・施設との連携において、この手法が取り入れら

れている。 

 

権利擁護 

自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な高齢者や障害者等に代わって、援助者が

代理としてその権利やニーズの表明を支援し、代弁することをいう。 

 

コーホート変化率法 

同じ年に生まれた人々の動向から変化率を求め、その結果に基づき将来人口を推計する方法。 

 

高齢化率 

65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合。 

 

高齢者虐待 

養護者や養介護施設従事者等による、高齢者に対する、暴力的な行為（身体的虐待）、暴言

や無視、嫌がらせ（心理的虐待）、世話をしない等の行為（介護・世話の放棄・放任）、勝手

に高齢者の資産を使ってしまう等の行為(経済的虐待)、性的ないやがらせ等の行為（性的虐

待）等のこと。 

 

サ行 

 

サービス付き高齢者向け住宅 

日常生活や介護に不安を抱く高齢の単身者や夫婦のみの世帯のために、介護・医療と連携し

た、安否確認や生活相談等のサービスを提供するバリアフリー構造の住宅。 

 

在宅医療 

在宅で行う医療のこと。在宅医療としては、医師による訪問診療、看護師による訪問看護、

理学療法士等による訪問リハビリテーション、歯科医師による訪問歯科診療等がある。 
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在宅介護支援センター 

地域包括支援センターのブランチ（住民に身近な窓口）として、地域で暮らす高齢者やその

家族に対して、介護等に関する様々な相談に応じるとともに、サービスの利用調整、申請代

行等、援助を必要とする高齢者の生活を支援する相談窓口。 

 

作業療法士 

ＯＴ（Occupational Therapist）ともいう。身体障害者や知的障害者、精神障害者等を対象

に、医師の指示のもとに各種作業を行い、心身の機能や社会復帰に不可欠な適応能力の回復

をはかる専門職。 

 

社会福祉協議会 

住民が安心して暮らせる福祉コミュニティづくりと地域福祉の推進を使命とする公共性・公

益性の高い民間の非営利の団体（社会福祉法人）。全国すべての市区町村、都道府県ごとに

設置されており、本市には匝瑳市社会福祉協議会が置かれている。 

 

若年性認知症 

65歳未満で発症する認知症のこと。 

 

シルバー人材センター 

「生きがい就労」の理念から出発したもので、「高年齢者雇用安定法（高年齢者等の雇用の

安定等に関する法律）」を根拠法とし、知事の認可を受け、市町村区域ごとに設立された公

益社団法人。臨時的かつ短期的な就労の機会の提供、就労を希望する高年齢者に対する無料

の職業紹介及び就労に必要な知識・技術の講習等を行うことを目的としている。本市には匝

瑳市シルバー人材センターが置かれている。 

 

生活機能 

人が生きていくための機能全体を「生活機能」としてとらえ、①体の働きや精神の働きであ

る「心身機能」、②ADL・家事・職業能力や屋外歩行といった生活行為全般である「活動」、

③家庭や社会生活で役割を果たすことである「参加」、の３つの要素から成る。 
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生活支援コーディネーター 

地域で、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に

資源開発やネットワーク構築の機能）を果たす者。 

 

成年後見制度 

認知症等により判断能力が不十分となった高齢者等が、福祉サービスの利用や財産の取引等

の契約を行う時に、家庭裁判所が選任した後見人が本人の権利や利益を保護し、支援する制

度。 

 

タ行 

 

第１号被保険者・第２号被保険者 

区市町村の住民のうち、65歳以上のすべての人が介護保険の第１号被保険者であり、40歳以

上65歳未満で医療保険に加入している人が第２号被保険者である。介護サービスを利用でき

る条件や、介護保険料の支払い方法が異なる。 

 

団塊ジュニア世代 

年間の出生数が200万人を超えた第二次ベビーブーム世代（おおむね、昭和46年（1971年）

～49年（1974年）に生まれた年齢層）のこと。 

 

団塊の世代 

第二次大戦後、数年間のベビーブーム世代（おおむね、昭和22年（1947年）～24年（1949年）

に生まれた年齢層）のこと。全国で約800万人。 

 

地域共生社会 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域

の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人

ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。 

 

地域ケア会議 

地域の支援者を含めた多職種による専門的視点を交え、介護支援専門員（ケアマネジャー）

のケアマネジメント支援を通じて、適切な支援につながっていない高齢者の支援を行うとと

もに、個別ケースの分析等を通じて地域課題を発見し、地域に必要な資源開発や地域づくり、

さらには政策形成につなげることを目指すもの。 
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地域支援事業 

介護保険制度を円滑に実施するために被保険者が要介護状態等となることを予防するとと

もに、要介護状態等となった場合においても可能な限り、地域において自立した日常生活を

営むことができるよう支援する事業。 

 

地域資源 

住民の生活に関わる支援を総合的に検討する場合、地域性が重要な要素となる。地域にある

人材や各種団体とのつながりを最大限有効に活用し、積極的な事業展開を進めることが必要

とされる。 

 

地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう、住ま

い・医療・介護・介護予防・生活支援が一体的に提供されることを目指す仕組み。 

 

地域包括ケア「見える化」システム 

都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を総合的に支援するた

めの情報システム。介護保険に関連する情報をはじめ、地域包括ケアシステムの構築に関す

る様々な情報が本システムに一元化され、かつグラフ等を用いた見やすい形で提供される。 

 

地域包括支援センター 

地域の高齢者等が安心して暮らせるように、日常の様々な相談を受け、介護保険やその他の

サービスを利用するための支援を行う拠点として設置されている。センターでは主任介護支

援専門員、社会福祉士、保健師等が互いに連携し、専門性を生かして活動している。 

 

ナ行 

 

任意事業 

介護保険制度の趣旨に沿って、市が地域の実情に応じ独自の発想や創意工夫によって実施す

る事業。 
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認知症 

いったん正常に発達した知能が、脳の病的な変化により低下し、日常生活上あるいは社会生

活上支障をきたした状態をいう。代表的なものとして、アルツハイマー型認知症、脳血管性

認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症がある。症状としては、認知機能障害（物

忘れ等）、精神症状・行動障害（幻覚、妄想、徘徊等）、神経症状（パーキンソン様症状等）

等がみられる。 

 

認知症カフェ 

認知症の人とその家族、地域住民、専門職が集う場所で、認知症の人を支えるつながりを支

援し、認知症の人の家族の介護負担の軽減等を図ることを目的としている。 

 

認知症ケアパス 

地域ごとに策定される、認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れ。認知症の人

が認知症を発症したときから、生活機能障害が進行していく中で、その進行状況に合わせて

いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいのかをあらかじめ標準的に決

めておくものである。 

 

認知症サポーター 

認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り、支援する応援者。「認

知症サポーター養成講座」を受講することで認知症サポーターとなる。サポーターは、「認

知症の人を支援します」という意思を示す「目印」であるブレスレット（オレンジリング）

を持っている。 

 

認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問

し、アセスメント、家族支援等の初期の支援を包括的・集中的（おおむね６か月）に行い、

自立生活のサポートを行うチーム。地域包括支援センターを始め、病院・診療所、認知症疾

患医療センター、市町村の本庁に配置される。メンバーは、医療と介護の専門職（保健師、

看護師、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士等）及び専門医である。 

 

認知症地域支援推進員 

認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情

に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人や

その家族を支援する相談業務等を行う者。 
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ハ行 

 

パブリックコメント 

行政機関が命令等（政令、省令等）を制定するにあたって、事前に命令等の案を示し、その

案について広く国民から意見や情報を募集するもの。 

 

バリアフリー 

高齢者や障害者等を含むすべての人にとって日常生活や社会生活を営むうえで存在するあ

らゆる分野の障壁や障害物（バリア）を除去することをいう。例えば、道路や建築物の利用

の妨げとなる段差の解消や手すり等の物理的なバリアフリー、点字や手話通訳等による文

化・情報面でのバリアフリー、障害者に対する無知や無関心からくる偏見や差別等をなくす

意識上のバリアフリー等がある。 

 

フレイル 

「加齢に伴う予備能力低下のため、ストレスに対する回復力が低下した状態」を表す

“frailty”の日本語訳として日本老年医学会が提唱した用語である。フレイルは、「要介護

状態に至る前段階として位置づけられるが、身体的脆弱性のみならず精神心理的脆弱性や社

会的脆弱性等の多面的な問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハ

イリスク状態を意味する。」と定義されている。 

出典：『フレイル診療ガイド2018年版』（日本老年医学会／国立長寿医療研究センター、2018） 

 

包括的支援事業 

地域包括支援センターが介護保険法に基づき包括的に実施する事業を総称して指す。 

 

保険料基準額 

市町村ごとの３年に１度の介護保険事業計画における介護保険サービスの提供に要する費

用をまかなうため、65歳以上の第１号被保険者の負担割合に係る部分を、第１号被保険者の

人数で割ることにより算定される金額のこと。介護保険料は保険料基準額をもとに、所得の

低い人などの負担が大きくならないよう本人や世帯の課税状況や所得に応じて段階的に設

定される。 
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マ行 

 

民生委員・児童委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱される民間奉仕者。それぞれの地域において常に住民の

立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めており、児童福祉法に

基づく「児童委員」を兼ねている。 

 

ヤ行 

 

ヤングケアラー 

法令上の定義はないが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話等を日

常的に行っている子どもとされている。 

 

有料老人ホーム 

住むための「居住機能」と日常生活に必要な食事や掃除、洗濯、健康管理等を提供する「サ

ービス機能」の２つの機能が一体として提供される高齢者向けの住居。入居は、経営者側と

入居希望者との自由な契約によるもの。ホームが「特定施設入居者生活介護」の事業者指定

を受けている場合には、介護保険の適用を受けることができる。 

 

予防給付 

介護予防給付のこと。要支援１～２と認定された被保険者が利用するサービスのうち介護予

防・日常生活支援総合事業を除いたものに対する保険給付のこと。 

 

要介護認定者 

身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動

作の全部又は一部について、一定期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状

態である者。介護認定審査会において、要介護度の審査・判定の結果、要介護状態区分の１

～５に認定された者。 

 

要支援認定者 

一定期間にわたり継続して、常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する

支援を要すると見込まれる、又は日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態である者。

介護認定審査会において、要介護度の審査・判定の結果、要支援状態区分の１又は２に認定

された者。 
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ラ行 

 

理学療法士 

ＰＴ（Physical Therapist）ともいう。運動機能が低下した状態にある人を対象に、医師の

指示のもとでリハビリテーションを行い、日常生活を送るうえで必要な基本的な動作能力の

回復をはかる専門職のこと。 

 

リハビリテーション 

リハビリテーションは、単なる機能回復訓練ではなく、心身に障害をもつ人々の全人間的復

権を理念として、潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動を高め、家庭や社会へ

の参加を可能にし、その自立を促すものである。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９期 匝瑳市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

そうさスマイルシニアプラン 
令和６年度～令和８年度 

 

匝瑳市高齢者支援課 

令和６年３月 

〒289-2198 千葉県匝瑳市八日市場ハ 793-2 

電話 0479-73-0033 

 


